
令和５年６月２日三春町議会定例会６月会議を三春町議会議場に招集した。

１ 応招議員・不応招議員

１）応招議員（１４名）

２）不応招議員（なし）

２ 会議に付した事件は次のとおりである。

議案第４６号 三春中学校校舎及び体育館ＬＥＤ改修工事請負契約について

議案第４７号 三春町第三セクターへの公的支援について

議案第４８号 町道路線の認定について

議案第４９号 三春町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５０号 三春町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５１号 令和５年度三春町一般会計補正予算（第２号）について

議案第５２号 令和５年度三春町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

議案第５３号 令和５年度三春町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

《議員提出議案》

発委第 ５号 三春町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

１番 本 田 忠 良 ２番 橋 本 善 次 ４番 新 田 信 二

５番 山 崎 ふじ子 ６番 鈴 木 利 一 ７番 佐 藤 一 八

８番 三 瓶 文 博 ９番 松 村 妙 子 10番 篠 崎 聡

11番 佐久間 正 俊 12番 橋 本 善一郎 13番 影 山 常 光

15番 影 山 初 吉 16番 佐 藤 弘



令和５年６月２日（金曜日）

１ 出席議員は次のとおりである。

２ 欠席議員は次のとおりである。

３ 職務のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。

４ 地方自治法第 121条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。

５ 議事日程は次のとおりである。

議事日程 令和５年６月２日（金曜日） 午前１０時００分開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会議日程の決定

第 ３ 諸般の報告

第 ４ 議案の提出

第 ５ 町長挨拶並びに提案理由の説明

第 ６ 議員及び委員会提出議案の趣旨説明

第 ７ 議案の質疑

第 ８ 議案の委員会付託

１番 本 田 忠 良 ２番 橋 本 善 次 ４番 新 田 信 二

５番 山 崎 ふじ子 ６番 鈴 木 利 一 ７番 佐 藤 一 八

８番 三 瓶 文 博 ９番 松 村 妙 子 10番 篠 崎 聡

12番 橋 本 善一郎 13番 影 山 常 光 15番 影 山 初 吉

16番 佐 藤 弘

11番 佐久間 正 俊

事 務 局 長 永山 晋 書記 橋本 和宜

書記 佐藤 祐梨子

町 長 坂 本 浩 之

副 町 長 伊 藤 朗

総 務 課 長 宮 本 久 功 財 務 課 長 菊 田 誠 子

企 画 政 策 課 長 渡 辺 淳 住 民 課 長 佐久間 島 宏

税 務 会 計 課 長 荒 井 公 秀 保 健 福 祉 課 長 佐久間 美代子

子育て支援課長 影 山 清 夫 産 業 課 長 遠 藤 晃

建 設 課 長 新 野 恭 朗 企 業 局 長 大 内 広 三

教 育 長 添 田 直 彦
教 育 次 長 兼

教 育 課 長
藤 井 康

生 涯 学 習 課 長 鴫 原 健 二

農業委員会会長 橋 本 正 亀

代 表 監 査 委 員 鈴 木 輝 夫



第 ９ 陳情事件の委員会付託

第１０ 報告事項

６ 会議次第は次のとおりである。

（開会 午前１０時００分）

…………・・ 開議宣言 ・・…………

○議長 おはようございます。

○議長 ただ今出席している議員は１３名であります。したがって、地方自治法第１１３条

に規定する定足数に達しており、会議は成立しました。

○議長 ただ今から、令和５年三春町議会定例会６月会議を開きます。

それでは、脱衣を許します。

○議長 お諮りします。本定例会の議事日程は掲載した令和５年三春町議会定例会６月会議

議事日程のとおりとすることに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって掲載の議事日程のとおり決定しました。

…………・・ 会議録署名議員の指名 ・・…………

○議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、１番本田忠良議員、２番橋本善次議員の

両名を指名します。

…………・・ 会議日程の決定 ・・…………

○議長 日程第２、会議日程の決定を議題とします。

お諮りします。令和５年三春町議会定例会６月会議の日程は、本日から６月７日までの６日間と

したいと思いますが、異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、定例会６月会議の日程は、本日から６月７日までの６日間とし、掲載した会議日程のと

おりとすることに決定しました。

…………・・ 諸般の報告 ・・…………

○議長 日程第３、諸般の報告をします。

地方自治法第１２１条第１項の規定に基づき、本日の執行側からの出席者は、掲載してある届出

の写しのとおりであり、議場の席次については、掲載してある「議場席次図」のとおりであります。

また、出納検査の結果について、監査委員より、令和４年度第１２回、令和５年度第１回、第２

回の検査報告があり、その写しを掲載しましたので了承願います。

…………・・ 議案の提出 ・・…………

○議長 日程第４、議案の提出を行います。

提出議案は、掲載の議案第４６号「三春中学校校舎及び体育館ＬＥＤ改修工事請負契約に

ついて」から、発委第５号「三春町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」ま

での９議案です。

…………・・ 町長挨拶並びに提案理由の説明 ・・…………

○議長 日程第５、町長挨拶並びに提案理由の説明を求めます。



坂本町長。

○町長 令和５年三春町議会定例会６月会議が開催されるにあたり、一言ご挨拶を申し上げ

ます。

はじめに、新型コロナウイルス感染症対策についてであります。

５月８日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付け

が５類感染症に変更されました。

この位置付けの変更に合わせて国の基本的対処方針も廃止されたことから、役場では、原

則、職員のマスク着用は個人の判断とすることや来客対応カウンターのパーティションは必

要最低限を残して撤去するなどの対応を行うことといたしました。

また、これまで三春町新型コロナウイルス感染症対策本部から発出した指針に基づく対応

などが５月７日で終了するといった内容ついて、各行政区長や各まちづくり協会長へ周知を

図ったところです。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期間に及びましたが、今後は、各自の自主的な対応

や判断のもと、以前のような地域活動・社会経済活動を取り戻していければと考えていると

ころです。

次に、４月１日から町が担うことになった田村西部環境センターの運営管理、し尿等の収

集・運搬、浄化槽清掃の各業務については、大きな混乱もなく、スタートを切ることができ

ました。

田村広域行政組合の解散に伴う対応となりましたが、広域行政の観点は、今後、ますます

重要になってくるとの認識のもと、田村市、小野町との連携については、今後も進めていき

たいと考えております。

具体的には、３月２０日に観光分野での連携を図るため、たむら地方観光連絡協議会を設

立し、４月１７日には子育て分野での連携を図るため、ベビーファースト宣言を３市町合同

で行ったところであり、田村地域の持続可能な発展に向け、幅広い分野での３市町の連携を

強化してまいります。

次に、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町民や町内事業者に対する対

応についてであります。

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減をいち早く図るため、低所得の子育て

世帯に対して、児童１人当たり５万円を給付する事業や住民税非課税世帯に対して、１世帯

当たり３万円を給付する事業に現在取り組んでおります。

これらの支援策に加え、「電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、

物価高騰などの影響を受けた生活者支援や事業者支援を実施するため、関連する補正予算を

本定例会に上程しており、様々な支援を実施していきたいと考えております。

それでは、今回の６月会議に提案いたしました議案について、その概要を説明いたします。

配布いたしました議案書、議案説明書のとおり、工事請負契約に係る議案が１件、第三セ

クターへの公的支援に係る議案が１件、町道路線の認定に係る議案が１件、国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制定など、条例改正に係る議案が２件、補正予算に係る議案が

３件で、計８議案になっております。

報告事項は、専決処分が２件、予算の繰越しが５件であります。

慎重に審議されまして、全議案可決いただきますようお願い申し上げ、令和５年三春町議

会定例会６月会議の開会にあたっての挨拶といたします。



…………・・ 議員及び委員会提出議案の趣旨説明 ・・…………

○議長 日程第６、議員及び委員会提出議案の趣旨説明を求めます。

議会運営委員会委員長。

○議会運営委員会委員長 発委第５号「三春町議会会議規則の一部を改正する規則の制定につい

て」。規則改正の内容につきましては、掲載いたしました提出議案書のとおりであります。

令和５年６月２日提出

提出者 三春町議会議会運営委員会委員長 山崎ふじ子

以上、提出するものであります。ご審議のうえ、可決くださいますよう、よろしくお願いいたし

ます。

…………・・ 議案の質疑 ・・…………

○議長 日程第７、会議規則第３７条の規定により、提出議案に対する質疑を行います。

これは、議案第４６号から発委第５号までの提案理由の説明に対する質疑です。

○議長 議案第４６号「三春中学校校舎及び体育館ＬＥＤ改修工事請負契約について」を議

題とします。

これより質疑を許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

議案第４７号「三春町第三セクターへの公的支援について」を議題とします。

これより質疑を許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

議案第４８号「町道路線の認定について」を議題とします。

これより質疑を許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

議案第４９号「三春町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題

とします。

これより質疑を許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

議案第５０号「三春町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。

これより質疑を許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

議案第５１号「令和５年度三春町一般会計補正予算（第２号）について」を議題とします。

歳入歳出全般について質疑を許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

議案第５２号「令和５年度三春町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について」を

議題とします。

歳入歳出全般について質疑を許します。

（なしの声あり）



○議長 質疑なしと認めます。

議案第５３号「令和５年度三春町介護保険特別会計補正予算（第１号）について」を議題

とします。

歳入歳出全般について質疑を許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

発委第５号「三春町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題とします。

これより質疑を許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。

…………・・ 議案の委員会付託 ・・…………

○議長 日程第８、議案の委員会付託を行います。

ただ今、議題となっている議案第４６号から発委第５号までは、掲載した議案付託表のと

おり、各常任委員会並びに全員協議会に付託し審査とすることに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、各常任委員会並びに全員協議会に付託、審査することに決定しました。

なお、付託以外の議案についても、各常任委員会において審査されるよう願います。

…………・・ 陳情事件の委員会付託 ・・…………

○議長 日程第９により、陳情事件の委員会付託を行います。

陳情事件第５号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出陳情書」並びに、陳情事件第

６号「森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める陳情書」の委員会付託につきましては、

掲載した陳情事件文書表のとおり付託することに、異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、陳情事件文書表のとおり、各常任委員会に付託することに決定しました。

…………・・ 報告事項 ・・…………

○議長 日程第１０、報告事項について、報告第１号「専決処分の報告について」から、報告第７

号「令和４年度三春町下水道事業等会計予算の繰越しについて」まで、町長より報告があり

ました。このことについては掲載のとおりですので、了承願います。

…………・・ 散会宣言 ・・…………

○議長 以上で、本日の日程はすべて終了しました。

これにて散会します。ご苦労様でした。

（散会 午前１０時１４分）



令和５年６月３日（土曜日）

１ 出席議員は次のとおりである。

２ 欠席議員は次のとおりである。

３ 職務のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。

４ 地方自治法第 121条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。

５ 議事日程は次のとおりである。

議事日程 令和５年６月３日（土曜日） 午前１０時００分開議

第１ 諸般の報告

第２ 一般質問

６ 会議次第は次のとおりである。

（開議 午前１０時００分）

…………・・ 開議宣言 ・・…………

○議長 おはようございます。

傍聴者の皆さんに申し上げます。

携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りになるか、マナーモードに設定していただきます

よう、お願いを申し上げます。

ただいま出席している議員は１３名です。したがって、地方自治法第１１３条に規定する

定足数に達しており、会議は成立しました。

本日は、６名の議員が登壇し、一般質問を行いますので、どうか時間の許す限り傍聴して

くださるようお願いをいたします。

○議長 ただいまから、本日の会議を開きます。それでは脱衣を許します。

１番 本 田 忠 良 ２番 橋 本 善 次 ４番 新 田 信 二

５番 山 崎 ふじ子 ６番 鈴 木 利 一 ７番 佐 藤 一 八

８番 三 瓶 文 博 ９番 松 村 妙 子 10番 篠 崎 聡

12番 橋 本 善一郎 13番 影 山 常 光 15番 影 山 初 吉

16番 佐 藤 弘

11番 佐久間 正 俊

事 務 局 長 永山 晋 書記 橋本 和宜

書記 佐藤 祐梨子

町 長 坂 本 浩 之

副 町 長 伊 藤 朗

総 務 課 長 宮 本 久 功 財 務 課 長 菊 田 誠 子

企 画 政 策 課 長 渡 辺 淳 保 健 福 祉 課 長 佐久間 美代子

子育て支援課長 影 山 清 夫 産 業 課 長 遠 藤 晃

建 設 課 長 新 野 恭 朗 企 業 局 長 大 内 広 三

教 育 長 添 田 直 彦
教 育 次 長 兼

教 育 課 長
藤 井 康



…………・・ 諸般の報告 ・・…………

日程第１、諸般の報告をします。地方自治法第１２１条第１項の規定に基づき、本日の執

行側からの出席者は、掲載してある届出の写しのとおりであり、議場の席次については、掲

載してある「議場席次図」のとおりであります。

…………・・ 一般質問 ・・…………

日程第２により、一般質問を行います。

一般質問は、会議規則第５２条の規定により、一問一答方式で質問席において行います。

質問事項は、質問と答弁がよくかみ合う議論となるよう、事前通告制を取っています。また、

質問時間は会議規則第５８条の規定により、質問者１人につき、質問全体で３０分以内の時

間制限です。

それでは、通告による質問を順次許します。

○議長 １３番影山常光議員、質問席に登壇願います。

第１の質問を許します。

○１３番（影山常光議員） 議長の許可をいただきましたので、通告に従い質問をさせてい

ただきます。

１点目は、モンベルストアの誘致・出店についての町民の期待と政策共有についてでござ

います。

世界的にもアウトドアのトップメーカーであるモンベルストアが、三春の里、三春ダム近

接に出店し、あわせて周辺地区が拠点施設として整備されるグランドデザイン、基本計画と

言えるものが示され、実施時期を待つ状態に、町民の理解と期待について質問いたします。

去る３月議会でも同僚議員からも概算事業費や誘客、財源等について質問があったところ

ですが、福島県の中央に位置し、交通の利便性に恵まれた中核都市に隣接し、豊かな自然と

環境の我が三春町は、観光拠点としてすばらしい位置関係にあると考えます。

しかしながら、アウトドア・アクティビティーの地域資源は、会津・猪苗代地方をはじめ、

郡内周辺地にもまだまだ優れた地域が存在するのも事実です。アフターコロナの中でアウト

ドア観光の動向見込みや、最近、各地での山開き、オートキャンプ場などの報道を目にする

とき、郡内はもとより、広域エリアとしてのアウトドア資源を持っているのか。拠点整備の

効果がどのように地域の活性化、経済効果につながるのか。周辺地区に既に整備されている

施設との競合はどうなるのか。道路整備をはじめとする受入れインフラは、住民生活にどの

ように影響するのか。そのような中で、次の点について質問いたします。

まず１点目。モンベルストア出店の誘致形態について、公設民営ということですが、町と

の「基本協定、施設整備の合意」、合意書の内容を伺います。

２点目。モンベルストアが広域的な観光の拠点として、集客は喜ばしいことですが、周辺

の市町村既存施設への窓口にもなり得ます。三春町の経済効果や負担はどう考えるか。特に、

隣接の三春の里については、相乗効果としてどのような戦略的店舗展開を考えているのか。

また、インバウンドの受入れや周辺の受入体制の進んでいる周辺観光地、観光資源との競合

について心配をするわけでございます。考えをお聞かせください。

３点目。ジャパンエコトラック・サイクリングルートなどを考えるとき、受入体制の取れ

る地域インフラ、公共交通、地域の住民生活への影響をどう考えるか。広域的な周辺拠点と

の連携をどう考えるか。例を挙げれば、サイクリングロードは、日常交通の中との整合性に

おいて、安全性の確保や拠点施設との円滑な公共交通ネットワーク、インフラ整備が必要か

と思います。自転車のレンタル・乗り捨てなどもグランドデザインにあるようですが、周辺



地とのネットワーク、お互いの拠点環境の整備が必要になると思います。

４点目。モンベルストア誘致について、町民への理解と町活性化への期待感を持たせてい

ただきたい。そして持ちたい。長期展望に立って、町民との政策の共有を図るべきと思いま

す。ぜひ具体的な町長の考えをお聞かせください。

○議長 質問に対する当局の答弁を求めます。

坂本町長。

○町長 おはようございます。第１の質問にお答えします。

１点目の基本協定、施設整備の合意の内容についてでありますが、去る３月１５日に、「ア

ウトドア環境創出拠点施設の整備に係る基本合意書」というものをモンベルと締結しており

ます。

合意内容についてですが、１つ目が、「三春町がアウトドア環境創出の拠点として、モンベ

ルストアの運営が可能な施設を整備すること」、次に、「モンベルは整備された施設において、

店舗の運営を行うこと」、３つ目に、「三春町とモンベルは、合意した内容の実現に向けて、

今後も誠意を持って協議をしていくこと」の３点になります。

２点目の三春町への経済効果、三春の里との相乗効果をどのように考えるかについてです

が、モンベルが持っている集客能力により、年間で現在約２０万人の方が三春の里に訪れて

おります。この集客数の大幅な増加にも期待しているところでもあり、お質しのとおり、三

春の里とモンベルストアの相乗効果が最大限に発揮できるよう対応していきたいと考えて

おります。

そして、三春の里・三春ダム周辺に多くの方々に訪れていただき、その方々が町内を周遊

し、買物や飲食、宿泊などをしてもらうことで、地域全体への経済効果につなげていきたい

と考えております。

また、三春町以外の周辺の地域資源との競合についてですが、広域的な観点から、他の市

町村とも連携することで、双方向の周遊につながるような取組みができればと考えていると

ころでもあります。そうした意味において、三春町に訪れた方々がアウトドア・アクティビ

ティに係る魅力的な資源を有する県内の様々な市町村に訪れていただくための拠点・玄関口

の役割も担っていきたいと考えております。

３点目のサイクリングルートなどの受入体制、広域的な周辺拠点との連携についてですが、

モンベルから提案のあった「アウトドア環境創出グランドデザイン」では、トレッキングや

サイクリングといった移動手段で、様々な地域の自然を体感し、地域の歴史や文化なども楽

しみながら旅をする新しい形の「ジャパンエコトラック」の提案があり、具体的な内容とし

て、サイクリングルートの提案がなされています。

サイクリングルートの設定に当たっては、案内標識やマップの作成、鉄道やタクシーなど

の公共交通機関との連携など、お質しの受入体制の整備が重要であるとの内容になっており、

今後、具体的な体制整備に向けた検討を進めていきたいと考えております。

また、サイクリングルートの提案においては、周辺市町村も含めたなかでのルートの提案

がなされており、広域的な周辺拠点との連携も重要なため、今後、併せて検討していきたい

と思っております。

４点目のモンベルストアの誘致に係る町民の理解と共有についてであります。まず、モン

ベルは国内トップクラスのアウトドアメーカーであり、「地域の魅力発信やエコツーリズム

の促進により地域経済の活性化を図ること」や「自然体験の促進により環境保全の意識を醸

成すること」、さらには「防災意識と災害対応力の向上」といった内容を企業のミッションと



して掲げ、全国の地方自治体や企業、大学等と連携協定を締結し、様々な社会貢献活動を展

開しております。

福島県内においても、三春町をはじめ、福島県や会津若松市、喜多方市、猪苗代町など、

三春町を含め１７の地方自治体で連携協定を締結しているところであります。

また、モンベルの辰野会長は、三春町の名誉町民である故 田部井淳子さんと、生前、懇意

にしていたことがあり、田部井さんが１９９１年に南極大陸最高峰の山に登頂した際には、

モンベルが登山用具を提供するなど、三春町とも縁のある企業になります。

さらに、モンベルは「モンベルクラブ」という有料の会員組織を有しており、登録者数は

１００万人を超え、地域の特産品や観光、イベントなど様々な情報を会員に向けて発信する

ことが可能です。

今回のモンベルの誘致については、こうしたモンベルが有する魅力や資源、ノウハウなど

を提供していただき、三春町への新たな人の流れを生み出すための企業誘致と考えておりま

す。

三春町に訪れていただくためのきっかけづくりをモンベルに担っていただき、三春町を訪

れた方々が町内を周遊し、買い物や飲食、宿泊などをしてもらうことで、地域全体の活性化

につなげていくための取組みになります。

こうした内容や事業の状況については、議会をはじめ、町民の皆様との情報共有を図りな

がら進めていきたいと考えており、改めて皆様のご理解をお願い申し上げます。

○議長 質問があればこれを許します。

影山常光議員。

○１３番（影山常光議員） ただいま町長より説明をいただいたところですけども、２～３

点再質問させていただきます。

まず、１点目のモンベルとの基本協定合意書の内容ですけれども、内容的に簡単な合意内

容なんだなという感触を受けます。そういう中で、今議会に第三セクター支援の議案等も挙

げられているわけですけれども、今後さらに内容について詰めていく、進めていくというこ

とになるのかと思いますけども、その辺についてお伺いをいたします。

また、公設民営方式については、町が国のＤＸ推進法の補助を受ける関係上なのか。国内

に約１４０店舗あるというモンベルストアでございますけれども、中には町が補助金を交付

して、モンベルストアのほうで建築したというところもあるかのように聞いております。そ

の公設民営として決定したとも言いますか、取り組んだその辺の考えもお聞かせいただきた

いと思います。

続いて、２点目の町の周辺資源でございますけれども、三春町には登山は無理としても、

そのような山はないかと思います。しかし、ハイキングやトレッキングコース、そういうも

のを、この拠点周辺からの周遊の中で整備する考え等があるのかどうか。さらに、三春の里

のリニューアルを考えるときに、私は常々三春の里が駐車場から見えるように整備した、こ

れは駐車台数の確保もさることながら、道路からの視認性を確保したことについて、大変称

賛しております。そして、今回のモンベル誘致に当たって、建物や農村公園の変更やコテー

ジの需要など、指定管理の考え方も変更せざるを得ないのかと思います。どのような三春の

里の経営形態変更を予想しているのか。第三セクターとはいえ別法人ですので、答えられる

範囲内でお答えをいただきたいと思います。

３点目。ぜひ広域的な、郡内のみならず連携について進めていただきたいと思いますが、

その中で地域住民の生活、日常交通インフラの安全性等について、最近、サイクリング客見



かけるようになりました。これらの計画が進んでくると、やはりサイクリング客が結構多く

見かける、何ていうんですか、通行するというか、そういう状況になると思うんですが、や

はり交通インフラですね。まだまだ今、車が通って、上り坂なんかで、前、自転車が行くと、

やはり一生懸命上り坂越えて登りますよね。そうすると、やはりふらついたり、危険な感じ、

そういうことを受けたというようなことで、今までそういうサイクリング等あった場合につ

いて、どこが主催者なのかというような問合せも受けたりしているところでございます。ぜ

ひこれらの観光対策と同時に、地域交通インフラの安全性についても考えていただきたいな

と思っております。

そして、４点目の観光の一大拠点としての考え方、見えてきたと思います。すばらしい答

弁をいただいたと思っております。１点、２点、３点について、町長の追加答弁をお願いい

たします。

○議長 当局の答弁を求めます。

坂本町長。

○町長 幾つか質問をいただきましたので、お答えをさせていただきます。

まず、モンベルとの合意関係、共に携わっていくという関係の構築についてでありますが、

合意書については基本合意でありますので、非常に３点の議員お質しのとおり、思ったより

単純な内容というふうな印象もあったのかなと思いますが、具体的な内容は今後さらに詰め

ていくことになりますので、経営していく上での様々な条件もあるでしょうから、そういっ

たものについては、町と様々な意見を交わして、これから成文化していくというふうな内容

になっております。

また、整備手法、「公設民営委託とか様々な形態があるようだが」ということですが、その

とおりであります。全国的にかなりの店舗がありまして、直営店あるいはフランチャイズの

ようなものもあるというふうには伺っておりますが、最近の傾向としては、こういった公設

民営、企業によっては、当然当初の資金、投資額というのが少なく抑えられるという大きな

メリットもあります。こちらとしてみれば補助金、交付金を利用しながら誘致ができるとい

うふうな双方にメリットがありますので、そういった形を取ったということになります。

２点目の周辺の「資源、整備関係があるんではないか」或いは「三春の里の管理関係で変

更が出るんではなかろうか」というご質問の内容でありますが、福島県内では、モンベルス

トアということでは第１号店になります。別な言い方をすれば、まだまだこのアウトドア・

アクティビティ、それって何とまだ聞かれるぐらいですので、これの周知を含めて、こうい

った楽しみ方がありますよということと、歩調を合わせながら様々な設備整備をしていくも

のというふうに考えております。当然それを取り扱う自治体のノウハウ、或いは民間団体な

どの育成も必要になってくるというふうに思っております。

そして、隣接する三春の里、或いは今まで農業公園を管理していた三春の里との関係であ

りますが、これは当然共存共栄を図っていきたいということであります。モンベルストアと

いうことで、ある意味、非常にアウトドアの意匠、こういうふうなライフスタイルはどうで

しょうかという生活提案型の企業でありますので、そういった意匠ときちんと整合性を取れ

るような三春の里の運営になるんではなかろうかというふうに思っておりますので、三春の

里の今までの経営の内容についても再考いただく部分があるのかなというふうには思って

おりますが、これについても現在話合いが始まったばかりの段階でありますので、今後、急

いで詰めていきたいというふうに思っております。いずれにしても、モンベルと三春の里が

ウィンウィンの関係になるように、なるというのは当然でありますので、そのように努めて



おります。

３つ目の広域的な連携の中で心配される地域住民の生活、あるいはサイクリングなどの交

通の安全というふうなご指摘であります。当然そういうご心配があろうかと思います。今ま

でも町内でサイクリングのイベントがあった際には、大きな事件・事故はなかったんですが、

やはり小さいところでは、少し危ない思いをしたという声もいただいております。先ほど申

しましたとおり、例えば、サイクリングについても一つの文化でありますので、これを地元

住民も歓迎しながら、共に育っていくというスタンスが必要かというふうに思っております。

地域からも歓迎されるように、サイクリングを楽しむ方も地元に溶け込んでいただけるよう

な、マナーを守っていただけるような、そういった環境をつくっていくというのが、これか

らの使命になるというふうに思っておりますので、そういったソフトの部分も含めて、設備、

必要な施設整備、そういった地図でしょうか。そういった関係する施設の、関連の施設の整

備などにもソフトと併せて進めていくというのが私どもの考えであります。

以上であります。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

第２の質問を許します。

○１３番（影山常光議員） ２点目、次の質問に入ります。

コロナ感染症対策後の滝桜観光対策の再生・再構築について伺いをいたします。

三春町が誇る日本三大桜「三春滝桜」は、昨年、天然記念物指定１００周年を迎え、まさ

に日本一の桜としての地位にあると思います。

今年は、コロナウイルス感染症緊急事態宣言後、１２万５,０００人の前年より９万８,０

００人増加の観光客を迎え、２,７００万円の観桜料を受け取り、観光回復の兆しを見せてお

ります。しかしながら、今後、平成１４、１５年後、磐越道開通後の２０万人とか３０万人

とか、そのような観光客の来訪、大きく期待できないのではないか、望めないのではないか、

そんな気持ちも持ちます。多く来ていただけるのは大変結構なことでございますけれども、

振り返ってみますと、平成１７年の大雪での枝折れを契機に、樹勢の回復や維持管理、観光

客の受入体制等について本格的な議論が展開され、数々の対策が取られてきました。

私は今年、観桜客や交通状況の受入体制を見て参りましたが、滝桜はもとより観光対策も、

滝桜はもちろん一流です。観光対策も一流であるよう期待しているところでございます。ア

フターコロナ後の滝桜観光対策の再生を図り、対策委託料の軽減や見直しを図るべきかと考

えます。

次の３点について伺います。

まず１点目。コロナウイルス感染症対策自粛後の滝桜観光対策の現状について、課題はあ

るのか。観光対策のネックとなっていた滝桜の樹勢回復、周辺整備、交通渋滞対策、駐車場

整備、滝の平駐車場からの歩道、また、滝桜までの町道路面の整備など充実してきました。

ここで、観光対策の原点である滝桜を活用した観光振興、地域活性化、これを振り返りなが

ら、観光対策の回復、再策定、総点検の時期だと考えております。考えを伺います。

２点目。観光対策の委託料について、縮減対策はあるか。また、委託料について競争原理

は働いているのか。ここ数年間の観光対策の委託料については、令和２年度のコロナ緊急事

態宣言時には減少したものの、４，０００～５，０００万円が常態化しています。費用をか

け過ぎていないか。



３点目。平成１８年、数々の検討の中で滝桜協力金がスタートし、料金体制が定着した「滝

桜観桜料」は、時代の趨勢の中で、周辺の入場料や駐車料金を伴う観光料金に比べて、滝桜

観桜料３００円は妥当なのか。見直し検討の考えはあるのか。

参考までに申し上げれば、日本三大桜と言われる滝桜。現在、駐車料無料、観桜料３００

円。平成１７年までは観光協会が、普通車５００円、マイクロバス２００円、中型・大型３,

０００円を徴収してきた経過があります。岐阜県の淡墨桜、観桜料無料、駐車料金は普通車

５００円、さらにさくら資料館入場料、大人３００円、子ども１００円。山梨県の山高神代

桜、普通車５００円。近隣の入場料を伴う観光料金を挙げてみれば、須賀川牡丹園、大人５

００円、子ども２００円。大桑原つつじ園、大人６００円、小学生以下無料。常葉カブトム

シ園、大人４００円、３歳から高校生３００円、さらに昆虫館をプラスすると、大人８００

円、昆虫館のみ大人５００円。蛇の鼻遊楽園、大人８００円、小学生以下４００円。りょう

ぜんこどもの村、大人５００円、子供２００円、乗物券は別。

冒頭申し上げたように、私、今年の滝桜観桜の中で、何人かの観光客にも意見を聞いてみ

ました。皆さんの意見と感想として、「まさに神々しい」「神が宿っている」「感動した」。う

れしい歓声とも言える声や、「誘導や観光対策も悪くない」「観桜料についても安い、高くは

ない」。中には、「金額で来ているわけではない」なども伺いました。

滝桜本体はもとより、滝桜観光対策は一流であるべきです。よく皆さん目にすると思いま

すが、お店の入り口にある子どものガチャガチャ、あれ３００円です。今、そういう時代か

と思います。自信を持って観桜料の見直しを進め、消費負担の軽減を図るべきと考えます。

町長の考えを伺います。

○議長 質問に対する当局の答弁を求めます。

坂本町長。

○町長 第２の質問にお答えします。

「三春滝桜」は町の重要な観光資源であり、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に変

更されたことにより、観光客数も徐々に戻りつつあります。今後の課題としましては、近年

の観光スタイルの変化によりまして、個人や若い世代、外国人の観光客が増加しており、こ

うした変化や観光客のニーズを把握し、観光対策に反映させていくとともに、まちなか観光

へつなげるための中心市街地と連携した観光振興事業を推進していくこと、また、観光対策

費削減への取組みが必要と考えております。

滝桜観光対策をさらに充実させていくとともに、観光資源としての質の向上、中心市街地

や周辺観光スポット等との連携による観光振興事業の推進に努めて参りたいと考えており

ます。

２点目の観光対策に係る委託料につきましては、本年度においても仮設トイレや警備員の

配置の見直しを行い、経費削減に取り組んで参りました。近年の人件費や物価高騰などの影

響もありますが、引き続き、対策内容の見直しを行いながら、経費の削減に努めて参ります。

さらに、滝桜観光客へのおもてなしと地元地域住民の安全な生活環境の確保を両立させなが

ら、効率的な対策を実施して参りたいと考えております。

また、観光対策に係る業務委託先である三春まちづくり公社は、平成２６年に三春町観光

協会と合流し、これまでの実績やノウハウを有している地元企業であることや、観光施設な

どの指定管理も行っており、町の観光振興事業の一体的な推進に適切な事業者と認識してお

りますが、今後も業務委託に係る発注方法や委託料を精査しながら、適正な業務の執行に向

け取り組んで参ります。



３点目の滝桜観桜料につきましては、天然記念物であります「三春滝桜」の保護、管理及

び周辺地域の環境保全並びに、町の観光対策の経費としてご協力をいただいております。

まずは、しっかりとした滝桜観光対策を実施するとともに、今後、他の桜の名所や観光施

設などの料金や受入体勢の調査を行い、料金の見直しについて検討して参りたいと考えてお

ります。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

以上で１３番影山常光議員の質問を終結します。

○議長 １０番篠崎聡議員、質問席に登壇願います。

第１の質問を許します。

○１０番（篠崎聡議員） 議長のお許しをいただきましたので、さきの通告書に基づきまし

て質問させていただきます。

最近何かと話題になっておりますＰＴＡ問題についてです。

日本のＰＴＡの歴史ですが、こちらは、戦後、ＧＨＱがＰＴＡの設立を推奨したことが始

まりとされて、昭和２２年に「父母と先生の会-教育民主主義化のために-」というＰＴＡ結

成の手引書、こちらが当時の文部省次官の名前で各都道府県知事宛に送付されたことが始ま

りとされております。通達から７５年以上経過し、様々な問題点が指摘されるようになりま

した。

町では、現時点でＰＴＡについてどのような認識を捉えているのか。

一般にＰＴＡの問題点とされる８項目について伺いたいと思います。

１番目。役員になると業務が集中しまして、役員の負担が非常に大きい。

２番目。あと、前例のとおり業務をしなければならないということ。

３番目。任意加入であるけども、ほぼ加入が強制的であると。

４番目。アナログの作業が多く、非常に作業が非効率的である。

５番目。会費が強制徴収であるということ。

６番目。内輪の話や世間話が個人情報漏洩の場になっている。

７番目。会費の使徒が不明である。

８番目。役員になると権限・権力を持ったと勘違いする保護者がいるということです。

これらについて、町の認識を伺います。

○議長 質問に対する当局の答弁を求めます。

添田教育長。

○教育長 ご質問にお答えいたします。

三春町では、全ての幼稚園・小学校・中学校において、保護者と教員による任意団体とし

てＰＴＡが設置されております。

議員ご指摘のとおり、ＰＴＡにつきましては、現在、様々な問題点が全国各地で指摘され

ておりますが、町としての現状把握についてご説明いたします。

最初に、「役員の負担について」でありますが、ＰＴＡ会議出席や行事等での役員分担など、

通常会員以上の負担をされていることは承知しており、そのご努力に対して、教育委員会と

しても感謝を申し上げたいと思います。負担の程度は、それぞれ異なるとは思いますが、過

重な負担にならないよう、事業計画等をご検討いただきたいと考えているところであります。



２番目の「前例どおりの業務について」につきましては、ＰＴＡの事業等については、毎

年、総会において事業計画が決定されていると思いますが、これまで継続し実施してこられ

た事業を見直しながら、会員の負担軽減に努められているという報告があり、そのように考

えております。

３つ目。「加入が強制的である」ということにつきましては、今年度、全ての学校で保護者

全員がＰＴＡに加入されていますが、あくまで任意団体である以上、加入が強制的であると

いうことはふさわしくはないと考えております。また、加入しないことによる不利益が生ず

る場合がないよう、十分な配慮が必要であると考えております。

４番目の「ＰＴＡの作業が非効率である」ということにつきましては、会員の方々は日常

的に活動を一緒にされているわけではありませんから、作業が非効率的な点もあろうかとは

思いますが、会員の親睦という側面もありますので、効率化を進めながら、負担にならない

ように取り組んでいただければと考えております。

５番目の「会費の徴収について」でありますが、町内では、会費が年額児童一人当たり２，

４００円というところもあれば、一戸当たり３,０００円から５,０００円というところもあ

り、ＰＴＡごとに異なっております。ＰＴＡが任意団体である以上、会費の強制徴収は相応

しくないというふうに考えています。

また、家庭の経済状況により、会費負担が困難な方につきましては、就学援助費において

ＰＴＡ会費も交付対象としておりますので、さらに周知を図って参りたいと考えております。

６番目の「会員の個人情報漏洩」や７番目の「会費の使途不明」という問題につきまして

は、たとえ任意の団体であっても、あってはならないことであると考えており、問題が発生

しないように、学校を通じてＰＴＡの皆様に注意喚起をしていきたいと考えております。

最後に、８番目の「役員になったことで権限を持ったと勘違いする保護者がいらっしゃる」

という点につきましては、町内のＰＴＡにおいては、そのような問題点は聞き及んでおりま

せん。

三春町には幼稚園・小学校・中学校のＰＴＡが連携した三春方部公立幼小中ＰＴＡ連絡協

議会があり、全町的に子どもたちの見守りを継続して行っていただいておりますので、教育

委員会といたしましては、ＰＴＡの皆様に三春の教育の一翼を担っていただいていると認識

しております。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

第２の質問を許します。

○１０番（篠崎聡議員） それでは、第２の質問に入らさせていただきます。

小学校での英語必修化に伴い、幼児から英語を学ばせてほしいという保護者が少なくない

ようです。町ではどのように考えているのかということで伺います。

１点目。英語の早期教育を行うメリットは。

２点目。英語の早期教育を行った際に考えられるデメリットは。

３点目。当町では英語の早期教育に対してどのような考えを持っているのか。

４点目。岩江こども園開園のタイミングで外国人の英語指導教員の増員はできないのか。

以上です。

○議長 なお、傍聴席からの発言は控えていただきたいと思います。傍聴席からの発言は控



えてもらいます。この次発言をすれば、退席を求めます。

質問に対する当局の答弁を求めます。

影山子育て支援課長。

○子育て支援課長 第２の質問にお答えいたします。

グローバル化の進展に伴い、コミュニケーションの手段として英語教育への関心が高まっ

ています。

早期の英語教育に関しましては賛否両論があり、メリットとしては、早くから英語を聞く

ことで、リスニング能力が高くなるとの意見があります。

反対にデメリットとして、日本語の習熟が遅れ、理論的な思考力が未発達となり、物事を

伝えるために必要な表現力が低くなるとの指摘があります。

三春町における幼児期の教育につきましては、国の幼稚園教育要領や保育所保育指針に定

める教育目標を基本として、まずは、母語である日本語について、年齢相応の習熟に努めた

いと考えております。

その上で、異文化コミュニケーションに対する興味関心を高めるため、今年度は、外国人

の英語指導助手による英語ふれあい活動を２回実施する予定でございます。

なお、令和７年４月の岩江こども園開園後につきましても、現体制での事業継続を考えて

おりまして、現時点において外国人の英語指導助手の増員につきましては予定してございま

せん。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

篠崎聡議員。

○１０番（篠崎聡議員） 外国人の英語指導助手の増員は考えていないという回答がありま

したけども、同じ郡山広域圏に加入しております磐梯町では、幼稚園・小学校では週２回、

英語だけの授業を実施しているとか、あと、中学校には常駐で英語指導助手の方を配置し、

英語指導助手２名体制で一貫教育を行っているというふうに聞いております。

当町では、そのような計画はないという認識でよろしいでしょうか。

○議長 当局の答弁を求めます。

影山子育て支援課長。

○子育て支援課長 再質問にお答えいたします。

国の保育指針、あと教育要領におきまして、基本的な生活習慣など、幼児期の終わりまで

に育ってほしい１０の目標というものが定められております。いずれも子どもたちが健やか

に成長していくために欠かせない内容となっておりまして、やはりそちらのほうに軸足を置

いた上で、現在の英語活動というものを継続をしていきたいというふうに考えているという

ところでございます。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

以上で１０番篠崎聡議員の質問を終結します。

○議長 ５番山崎ふじ子議員、質問席に登壇願います。

第１の質問を許します。



○５番（山崎ふじ子議員） 議長の許可を得ましたので、さきに通告いたしました２件につ

いて質問をいたします。

まず１件目、三春町の消防団組織について。

三春町の人口ビジョンによりますと、１９９５年には２万人台でありました人口が、２０

４０年、あと１７年後ぐらいですが、そこでは１万２,２００人台となる予想であります。６

５歳以上の方の比率が徐々に上がり、４３％、５,２００人以上となると予想されております。

一方、生産年齢の方々が徐々に減り、４９％、５,９００人余りとなります。このように、私

たちの生活を取り巻く状況は、予想以上のスピードで変わって参ります。今後の三春町の消

防団についても、新たな考え方が必要となってくると思います。

そこで、次の３点について質問いたします。

①三春町の消防団員の定数は、何人か。現在の団員数は何人か。

②岩江・要田・御木沢防災センター等がありますが、その他の地区の屯所を集約する予定

はあるのか。

③三春町に女性消防団の組織を新たにつくれないか伺います。

○議長 質問に対する当局の答弁を求めます。

宮本総務課長。

○総務課長 １点目の質問にお答えします。

消防団の定員につきましては、三春町消防団設置等に関する条例により５００名とされて

おります。実団員数は５月１日現在で３５７名であり、充足率は７１.４％であります。なお、

そのうち女性団員は、ラッパ隊６名、広報担当２名の８名が在籍しております。

２点目の質問にお答えします。

町では、地元分団からの要望を踏まえ、消防防災センターの整備を進めて参りました。現

在、三春分団と中郷分団を除く、５分団が消防防災センター方式により活動していただいて

おります。

引き続き、団員にとって活動しやすい環境づくりの観点から、地元分団の要望等を踏まえ、

消防防災センターの整備を検討して参ります。

３点目の質問にお答えします。

団員数が減少している中で、女性消防団の組織化については、消防力の強化につながるも

のと考えております。

現在、導入する場合の目的や活動内容等について、消防団本部で検討を開始したところで

あります。

今後は、既に女性消防団を組織する先進地視察など、情報収集に努め、女性消防団の在り

方について検討を進めて参ります。

なお、引き続き、地域防災の担い手である消防団員の確保に努め、自主防災組織と連携し

ながら、地域防災力の向上に努めて参ります。

○議長 質問があればこれを許します。

山崎ふじ子議員。

○５番（山崎ふじ子議員） 定数について再質問いたします。

充足率が７１.４％と、かなり少ない人数でびっくりしたところであります。人口減少がど

んどん進んでいく中、町の現状がそういった状況なのかなというふうに感じるわけでありま

すが、これは定数の見直しが必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○議長 当局の答弁を求めます。



宮本総務課長。

○総務課長 再質問にお答えします。

現在の５００名の定数につきましては、かなり以前から５００人になってございまして、

相当年数が経過してございますので、現在の実団員数、消防力が低下しないような形の人数

は引き続き確保して参りたいと考えてございますが、見直しにつきましては、議員お質しの

とおり、団本部と協議をしながら検討を進めていきたいと考えておりますので、ご理解いた

だければと思います。

○議長 質問があればこれを許します。

山崎ふじ子議員。

○５番（山崎ふじ子議員） 女性消防団組織について再質問いたします。

ジェンダーフリー指数では、日本は世界１１８位と不名誉な状況であります。三春町の

春・秋の検閲式では、女性の姿は、ラッパ隊、広報の方、あと役場の職員、議員の私たち２

人、他はご家族の方の女性の方々だけでした。諸先輩方や消防団の方々には当たり前に感じ

られているかもしれませんが、男性で成り立っている世界だなというふうに感じております。

人口の半分は女性です。団員が少ない中、入団してもらえない状況、この原因の一つには、

女性の方々の理解が十分得られないということも少なからずあるのではないでしょうか。

女性消防団につきましては、本部付として予防・広報活動、また、病人とかけが人の応急

処置など、女性が得意とする分野を担っていただくようにして、役割を明確にしていけば、

減少し続ける消防団の大きな支えとなるというか、変化となるのではないでしょうか。早い

時期に設立を検討を願いたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長 当局の答弁を求めます。

宮本総務課長。

○総務課長 お答えいたします。

消防団活動に理解を得られるためということでございますが、そういう点も含めまして、

現在いろいろな課題を洗い出して検討しているところでございます。

まず、消防団団員にどのような活動をしていただけるのか、そういった点からも検討して

ございまして、具体的には、火災現場等での活動にはなかなか携わっていただくのは難しい

と考えてございまして、平時の際から一人暮らしの高齢者宅を訪問する防災・防火啓発であ

りますとか、住宅火災警報器の普及促進、それから、子供たちへの防火・防災教育、それか

ら、店舗等でのチラシの配布など、平時時の予防・消防活動、こういったものを想定してお

ります。そういった平時からの活動を通して消防団活動をご理解をいただくような形で努め

ていきたいと考えてございますので、今後様々な方面からご意見いただきながら、この消防

団組織については組織化、検討して参りたいと考えております。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

第２の質問を許します。

○５番（山崎ふじ子議員） 第２の質問に移ります。

子どもの遊び場について。

ここ３年間、三春町に出生届があったお子さんは、いずれも７０人台でした。大変少なく、

残念に感じます。三春に住み、三春で子育てをしていただく方が一組でも増えてほしいと思

っております。



子育て環境の一つとして、子どもの遊び場は大切であります。町内の子育て中の保護者の

方から、「三春ではどこで遊ばせたらいいんだい。郡山や本宮まで行かなくちゃならないんだ

けど、町内にあったらいいのにな」という声が寄せられております。

そこで、以下の４点について質問をいたします。

①町内にある公園の数は何か所か。

②このうち屋内の遊び場はあるか。

③子育て支援センターを一般の方に開放している日にちはあるのか。

④駐車場やトイレがあり、遊具がある程度そろった子どもの遊び場を新たに造ることはで

きないか伺います。

○議長 当局の答弁を求めます。

影山子育て支援課長。

○子育て支援課長 第２の質問にお答えします。

現在、町内には、さくら湖周辺の広場や公共施設内の小公園、あとは地元管理の児童遊園

地などを含め、６０か所の公園、広場がございます。

このうち屋内遊び場は、子育て支援センター１か所となっておりまして、祝日・年末年始

を除く月曜から金曜までの週５日、年間にしますと約２４０日、就学前のお子さんやそのご

家族を対象にご利用をいただいているところでございます。

最後に、駐車場やトイレがあり、遊具がある程度そろった子どもの遊び場を新たに整備し

てはとのお尋ねですが、屋外の遊び場につきましては、三春の里の遊具エリアの充実につき

まして、アウトドア環境創出グランドデザインとの関連も含め、検討を進めていきたいとい

うふうに考えてございます。

次に、屋内遊び場についてですが、現在ある町有施設の有効活用を念頭に、今年度、整備

場所の選定や課題の整理など、設置に向けた具体的な検討を進めたいと考えております。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

山崎ふじ子議員。

○５番（山崎ふじ子議員） 子育て支援センターについて再質問いたします。

以前は月曜日がお休みで、土曜日が利用できたと思いますが、今年度は土曜・日曜がお休

みということであります。屋内の遊び場が１か所、そこしかないということですので、職員

の確保など課題はたくさんあると思いますが、屋内の遊び場が整備できるまで、その間、や

っぱり子育て支援センターがそういった機能を、土曜・日曜を開放する日を設けて、町内の

小さなお子さんを持つ方が、雨の日とかそういうときでも遊ばせられるところがあるんだと

いうことで利用できるようにできないでしょうか。

○議長 当局の答弁を求めます。

影山子育て支援課長。

○子育て支援課長 再質問にお答えします。

「土曜日に利用したい」というふうな意見がありまして、試行的に令和３年度、４年度と

いうことで２か年、火曜から土曜までの５日間というふうなことで、子育て支援センターの

ほうの運営をさせてきていただいたんですけども、昨年末に利用者さんのアンケート調査を

させていただきまして、その結果、７割以上の方、具体的には７３％だったと思うんですけ

ども、７３％の方が運営曜日を月曜から金曜日にしてもらえないかというような要望があり

まして、今年度からその要望を受けて、月曜日から金曜日というふうな形での運営形態に戻



したというような経緯がございます。あと、当然平日の利用がなかなか困難だという方も当

然いらっしゃいますので、そういった方々向けに土曜・日曜のイベントというのも企画して

おりますので、ご参加いただければなというふうに考えています。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

山崎ふじ子議員。

○５番（山崎ふじ子議員） 土曜・日曜を利用する機会があるということで安心いたしまし

たが、引き続き、やはり屋内遊び場ができるまでそこしかないということで、課題はあるの

かなというふうに思います。

屋外の遊び場について再質問、もう一件いたします。

三春の里のところにあります遊具は駐車場もありまして、すぐそばにトイレもあります。

また、食事も三春の里でできたりとか、買物もして帰れるということで、大変魅力的なとこ

ろだと思います。モンベルさんが、先ほど１３番議員さんが質問いたしましたように、あの

周辺を整備させるモンベルさんと連携していくということで、ぜひ子どもの遊び場を、屋外

遊び場の遊具を充実させて、皆さんが集まれる場所にしていっていただきたいと思います。

それと関連して、屋内遊び場については、あの地域、あまり遠くに足を伸ばさないで、そ

こで完結できるということで、旧桜中学校の空き教室などがあれば、そこに屋内の遊び場を

検討するということが最適かと思いますが、いかがでしょうか。

○議長 当局の答弁を求めます。

影山子育て支援課長。

○子育て支援課長 お答えします。

屋外の遊び場につきましては、先ほど答弁させていただきましたとおり、現在の三春の里

の遊具エリアの充実というふうなことで、こちら、モンベルのグランドデザインの中にもフ

ィールドアスレチック整備などというような構想なんかもありますので、そういったことも

含めた形の中で、今以上に充実できればいいのかなというふうなことで、検討のほうは進め

させていただきたいなというふうに考えております。

あと、屋内遊び場につきましてですが、議員さんおっしゃる場所も含めて、現在ある町で

持っている町有の施設、これの利活用というふうな形で検討を進めていくというふうなこと

が基本になってくるんですけども、そうした中で、当然桜中の体育館なんかもその候補の一

つにはなってくるのかなと思うんですけども、いずれちょっと今年度中に具体的な場所の選

定、あとは規模ですね。規模的なもの、あとは、当然屋外の施設と違って屋内ですので、運

営方法をどうしていくかというふうなことで、総合的にちょっといろいろ検討しなければな

らないと考えておりますので、そういったことも含めて検討をさせていただきたいなという

ふうに考えております。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

山崎ふじ子議員。

○５番（山崎ふじ子議員） 今年度検討に入るということで、大変希望を持てると思いまし

た。

最後に、情報発信について伺いたいと思います。今時の若い方々といいますか、インター

ネット通信などで情報を得ている方がたくさんいらっしゃいます。子育て支援センターのイ

ベントなども広報などには載っておりますが、広く町民の方々にお知らせするために、どう



いった情報発信の工夫をされているのか伺います。

○議長 当局の答弁を求めます。

影山子育て支援課長。

○子育て支援課長 お答えいたします。

今年度、町の子育てサービスをより知っていただくためにというふうな形で、「子育てカレ

ンダー」というものを作成をして、今年度から子育て支援課の窓口でお配りをしているとい

うところなんですけども、先週からその子育てカレンダーのほうを町のホームページに載せ

させていただいております。どうしてもやっぱり若いお父さん、お母さん世代ですと、今、

スマホでの情報取得ということで、アクセスしやすい、情報取得しやすいような形でという

ことで、先週からアップをさせていただいて、スマホで町のＬＩＮＥ、この中の総合メニュ

ー、「子育て・教育」というふうなメニューがあるんですけども、そこを選択していただける

とアクセスできるというふうな形で、そのような形でアクセスしやすい条件というふうなこ

とでの整備はさせていただいているところですので、ご活用いただければというふうに考え

ています。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

以上で５番山崎ふじ子議員の質問を終結します。

○議長 ６番鈴木利一議員、質問席に登壇願います。

第１の質問を許します。

○６番（鈴木利一議員） さきに通告してあります３点について質問いたしたいと思います。

まず１点目ですが、インバウンド観光に対する多言語表記についてであります。

新型コロナの感染状況も大きな峠を越して、規制緩和で国内各地の観光地には世界各国か

ら多くの観光客が訪れ、にぎわいを見せております。

政府では、今年３月に、観光立国推進基本計画というものがあるんですが、それが閣議決

定されまして、その内容については、持続可能な観光、消費額拡大、地方誘客推進という大

きなキーワードがあります。政府では、２０１８年に３,０００万人であった訪日外国人旅行

者、これを２０３０年度までに６,０００万人までに増やすという大きな目標を立てており

ます。

そこで、１つ目として、町内観光でのインバウンド観光に対して、町としてどのように考

えているのかお伺いいたします。

２つ目。インバウンド観光に対応した外国語の表記を、町内の案内板や飲食店のメニュー

表記等に取り入れ、外国人に優しいまちづくりでインバウンド観光を盛り上げていってはど

うかと思いますが、どのように考えているのかお伺いいたします。

○議長 質問に対する当局の答弁を求めます。

遠藤産業課長。

○産業課長 第１の質問にお答えします。

１点目の町内観光でのインバウンド観光に対する町の考え方でございますが、日本を訪れ

る観光客であるインバウンド対策につきましては、これまで観光ＰＲ動画の多言語化や、三

春滝桜での多言語による音声ガイドの導入、福島県への観光客の多い台湾語の観光パンフレ



ットの作成を行うなど、インバウンド需要の掘り起こしに取り組んで参りました。新型コロ

ナの渡航制限が解除される中、今後も、インバウンドの増加が予想されることから、観光ス

ポットの多言語表示や観光案内所の体制強化、店舗等のキャッシュレス化の推進など、訪れ

やすく滞在しやすい環境の整備に努めて参りたいと考えております。

２点目のインバウンド観光に対応した外国語の表記でありますが、現在、町内の観光施設

等への交通誘導案内標識や中心市街地の観光案内板など、ほとんどが日本語表記となってご

ざいます。今後は、関係部署とも協議しながら観光案内板等の新規設置、更新を実施する中

で、多言語化の導入を検討して参りたいと考えております。

また、飲食店等のメニュー表記につきましては、外国語の表示をはじめ、写真やイラスト

等の活用やコミュニケーションボードの周知を行うなど、インバウンドも含め、誰もが利用

しやすい環境を整えることが重要考えております。

今後は、商工会や食品営業者組合等と連携し、インバウンド対応の取組みを進めて参りた

いと考えております。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

鈴木利一議員。

○６番（鈴木利一議員） 平成３０年度に、観光庁が外国人にアンケート調査をしておりま

す。その中で、「施設等のスタッフとコミュニケーションが取れない」とか、あと「多言語表

示が少ない」、「観光案内板とかそういったものが少ない」というアンケート調査結果が出て、

それで困ったというのが３８.７％あるんですよね。３分の１強が、外国人が日本に訪れて、

非常にこういったもので困ったということであります。日本の政府も２０３０年までには６,

０００万人までにするということですので、看板等の更新とか新規のものについてその都度

やっていくと言うんですが、やっぱりここはどこかで大きく舵を切って、インバウンド観光

を一生懸命取り組んで、外国人を取り組んでいくんだよというような姿勢が必要だと思うん

ですが、いかがでしょう。

○議長 当局の答弁を求めます。

遠藤産業課長。

○産業課長 再質問にお答えします。

議員ご指摘のとおり、インバウンドの方々、実際に地方等に訪れる際、コミュニケーショ

ンがなかなか取れない、それから多言語表示、そういったものがなかなかないということで、

現地でいろいろ困り事ということで、アンケート調査に出されているところでございます。

ご指摘の観光案内板等の多言語化につきましては、現在、町で設置しているところ、そうい

ったところを確認して、なるべく早い段階でそういった取組みをしていけるよう進めて参り

たいというふうに考えております。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

鈴木利一議員。

○６番（鈴木利一議員） 飲食店などに対する外国語の表示のメニュー、いろんな方面に働

きかけていくということなんですが、この辺、ここは本当にお願いする部分だと思うんです

が、この辺の取組みの強化というのも必要になってくると思うんですよね。お願いばかりじ

ゃなくて、やっぱり町でもこのようにしていくんだという、何か町でできること、飲食店等

に対して、そういったのは何か考えていますか。



○議長 当局の答弁を求めます。

遠藤産業課長。

○産業課長 こういったインバウンド対応の多言語化等、飲食店のメニュー表示等、そうい

ったものに対する町の支援ということでございますが、こちらの方につきましては、各飲食

店の状況をしっかりと把握しまして、いわゆるコミュニケーションを取る際の様々な道具と

いいますか、ツールがございます。翻訳するいわゆるアプリケーションですとか、それから

指さしボード、そういったものもございます。それから、外国人が特に使ってございます無

料Ｗｉ─Ｆｉの整備ですとか、そういったところで情報提供や整備の支援ということで、検

討して参りたいというふうに考えております。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

第２の質問を許します。

○６番（鈴木利一議員） 町のＬＩＮＥ公式チャンネルについてであります。

町では、情報発信の一つとして、ＬＩＮＥを使用しての情報発信を行っております。これ

からますますデジタル化が進み、情報発信の中心になっていくと思います。

そこで、１つ目として、チャンネル登録者数は何人か。

２つ目。より多くの方に登録してもらうには、スマートフォンの取扱いに不慣れな方々に

対する取扱説明会等を開催する必要があると思いますが、いかが考えているのかお聞かせく

ださい。

○議長 質問に対する当局の答弁を求めます。

伊藤副町長。

○副町長 お答えいたします。

町では、ＬＩＮＥの自治体公共プランが令和元年５月より開始されたことから、令和元年

１０月頃から町の情報発信の一環としてＬＩＮＥの活用を検討し、令和２年１月に町アカウ

ントの試験運用を始め、令和２年７月から本格的な運用を行っているところであります。現

在、町の公式ＬＩＮＥ登録者は、５月末の時点で９,９６０人となっております。

２点目の質問にお答えいたします。

三春町ＤＸ推進計画の中でも、高齢者向けのスマートフォンの基礎教室など、デジタル機

器の不慣れな方の操作研修を行うことで、全世代がデジタルの恩恵を受けることができる環

境づくりを図っていくこととしております。

現在、町では、高齢者向けのスマートフォン教室を今年度に開催するため、現在準備を進

めているところでございます。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

鈴木利一議員。

○６番（鈴木利一議員） 大阪府のある町では、中学生が、これ、学校と生徒会が一緒にな

って取り組んだそうなんですが、中学生が地域のお年寄りを対象にスマホ教室を開催したと。

生徒さんが１４名、高齢者の方が３０名くらいといったニュースがありました。この中で、

やはり参加した中学生が変化があったと。今まで町でお年寄りにすれ違っても挨拶もできな

かったんだけども、このスマホ教室を開催して参加して、お年寄りに対する接し方が変わっ



たというような情報がありました。こういったことで、高齢者向けにどこが主催してやるん

だか分からないですが、こういった中学生なんかの生徒さんの力も借りてやったらどうかと

いうふうに思うんですが、やっぱりスマホの取扱いなんかは、若い世代の人のほうが物すご

く長けてんですよね。そういった意味でも、ぜひ中学生なんかにこんな取組みもしてはいか

がと思うんですが、どうでしょう。

○議長 当局の答弁を求めます。

宮本総務課長。

○総務課長 再質問にお答えいたします。

高齢者向けのスマートフォン教室等の運営でございますが、議員お質しのとおり、中学生

の参加、非常に中学生に変化があったということでございます。そういったご意見も参考に

しながら、具体的には、今後受注していただく業者さんとやり方については検討して参りま

すが、三春町には田村高校等もございますので、そういった高校とも連携を図りながら、様々

なやり方、検討して参りたいと考えておりますので、今後、検討次第お知らせして参りたい

と考えてございます。

○議長 質問があればこれを許します。

鈴木利一議員。

○６番（鈴木利一議員） 今ほど何か業者にお願いするみたいな、ちらっと答弁があったん

ですが、やっぱり今、携帯各社も無料でこういったスマホ教室なんかやっているのもあるん

ですが、丸投げするんじゃなくて、こういったひとつ知恵を絞って、本当に参加してよかっ

たと思えるような、そういった教室にしていただきたいなというふうに思うんですが、どう

でしょうか。

○議長 当局の答弁を求めます。

宮本総務課長。

○総務課長 お答えいたします。

ただいま答弁しました業者といいますのは、国のほうでそういった高齢者向けの教室、そ

ういったものに対して国のメニュー事業がございましたので、そういった事業、メニューを

活用して、そういった教室を運営したいという趣旨でございます。その中で、ただいまご指

摘がありましたように、やり方につきましては、地元の中学生または高校生なんかにも参加

できるような形の体制、そういったものは検討して参りたいと考えているところでございま

す。

以上でございます。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

第３の質問を許します。

○６番（鈴木利一議員） ３点目であります。三春町ＤＸ（デジタル・トランスフォーメー

ション）推進計画についてであります。

政府は令和２年１２月にデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針が決定されました。

令和４年６月には、デジタル社会の実現に向けた重点計画やデジタル田園都市国家構想基本

方針が閣議決定されております。三春町のＤＸ推進計画は、この政府の方針に沿った計画だ

と思うんですが、デジタルの活用で行政での業務の効率化や町民サービスの向上、そして防

災や減災などのあらゆる分野で役立てようとする計画です。その中で、「誰一人取り残さない、



人に優しいデジタル化」としていますが、町民に理解してもらうにはかなりの時間が必要に

なると思いますが、どのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。

○議長 当局の答弁を求めます。

伊藤副町長。

○副町長 お答えいたします。

三春町のＤＸ推進計画では「デジタルで、もっと満足してもらえることをイメージしよう」

をキャッチフレーズにデジタル化の先に町民の皆さんが便利になる、満足してもらえる「新

たな価値の創造」を、まずは職員一人ひとりがイメージすることから始めていくこととして

おります。

今年度のＤＸの取組みとして、窓口会計のキャッシュレス化や窓口納税にセミセルフレジ

を既に導入しております。今後は、マイナンバーカードなどがあれば、証明書発行の際に住

所や氏名が申請書に自動記載でき、町民の皆さんがスムーズに証明書の交付が受けられるシ

ステム、いわゆる書かない窓口の導入を進めているところでございます。また、役場へのマ

ルチコピー機の導入も予定をしております。マイナンバーカードでコンビニと同様に証明書

の取得ができる環境の構築を図っていく予定でございます。これらの取組みは、広報５月号

の特集記事として、町の公式ＬＩＮＥの使い方も含め、ＤＸの入門編として掲載したところ

であります。

今後もＤＸを単に業務の効率化として進めるだけではなく、町民の皆さんにＤＸを理解い

ただき、その便利さを実感いただけるよう、広報紙で随時特集の紙面を組むなど、ホームペ

ージや公式ＬＩＮＥも活用しながら、町民の皆さんへの周知広報を合わせて図って参りたい

と考えております。

○議長 質問があればこれを許します。

鈴木利一議員。

○６番（鈴木利一議員） この計画が１０年間の計画ということで、非常に長い目で見てい

るのだなというふうに思うんですが、今までは紙で申請していたものがこれデジタルになっ

て申請をすると。それは一段階だと思うんですが、それだけで終わったのではメリットとい

うものがあんまり恩恵がないというふうに思うんですね。

将来的にはデジタルで申請したものがバックヤードで、あと情報が共有されていろんなも

のに反映されて、一つ申請すれば全てに及ぶということで、それが本当の意味でのデジタル

化ということだと思うんですよね。それにはまず、先ほども言ったように長い時間がかかる

と思うんですが、そんな中でどこの市町村でもＤＸ人材の不足というのが上げられておりま

す。どこでも不足ということで、非常に困った困ったと、人口流出も含めてそういうふうに

なってきていると。行政がその使い方が不十分な場合には、やっぱり町民に対しても恩恵が

ないということなんですよね。そういったことで、その人材不足を補うためにも、これから

どんなふうにして人材育成をしていくのか。また、あと町民に分かりやすく説明するために

そういった一つの窓口というのかな、ＤＸに対応したような窓口、またはそういった部署な

んかも必要になってくると思うんですが、その辺いかがでしょうか。

○議長 当局の答弁を求めます。

宮本総務課長。

○総務課長 再質問にお答えいたします。

まず、ＤＸに優れた人材の不足している点についてでございますが、これにつきましては

そういった長けた職員の派遣制度なんかもございますので、県、また国からのそういった人



材派遣の事業もございますので、そういったものも活用はしていきたいと考えてございます。

それから職員間においてでも、それぞれの部署でＤＸ化を進める上での事業の洗い出しな

んかを職員のＤＸ推進委員会、そういった組織を職員で立ち上げまして検討しております。

さきに申し上げましたＤＸ推進計画も、職員がチームをつくってつくり上げた計画になって

ございますので、そういった若手職員のＤＸ推進チームをつくって推進していきたいと考え

てございます。

また、もう一つは、ある意味行政だけではなくて、民間の活用、そういったものも視野に

入れながら、十分に検討してこれを進めていきたいと考えています。

以上でございます。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

以上で、６番鈴木利一議員の質問を終結します。

○議長 ９番松村妙子議員、質問席に登壇願います。

第１の質問を許します。

○９番（松村妙子議員） 議長の許可をいただきましたので、さきに通告しました２件につ

いてお尋ねいたします。

まず１件目、熱中症対策の推進について。気候変動の影響により国内の熱中症死亡者数は

増加傾向が続いており、近年では年間１,０００人を超える年が頻発するなど、自然災害によ

る死亡者数をはるかに上回っております。また、今後地球温暖化が進行すれば、極端な高温

の発生リスクも増加すると見込まれ、熱中症による被害がさらに拡大する恐れがあります。

こうした状況を踏まえて、今後起こり得る極端な高温も見据えて、熱中症の発生の予防を

強化するための取組みが必要と考えます。

そこで、４点についてお尋ねいたします。

１点目、熱中症は適切な予防や対処が実施されれば、死亡や重症化を防ぐことができます。

ここで熱中症は人の命にかかわることであることから、熱中症対策等のマニュアル等の作成

や暑さ指数を広く知らせたり、また行動変容につながる情報発信も必要かと考えます。そこ

で、熱中症から地域住民の命を守るための取組みの推進について伺います。

２点目、熱中症を予防するために脱水と体温の上昇を抑えることが基本であると言われて

おります。そこで熱中症で亡くなる方の多くを占めている熱中症弱者と呼ばれる高齢者の皆

さんに、熱中症予防のための行動を意識していただくことも重要であります。高齢者の皆さ

んは、暑さや喉の渇きに対して敏感ではなくなっていることなどもあります。消防庁の調査

によりますと、熱中症による救急搬送者の約５割が高齢者となっております。そこで、高齢

者の熱中症に対する予防の意識を育てるための取組みについて伺います。

３点目、いざ高温になったときにエアコンを入れても動かないとか、エアコンのフィルタ

ーが汚れていて部屋が冷えないとか、エアコンのトラブルが命に及ぶ危険性もあります。熱

中症による救急搬送者における発生場所の７割が屋内となっております。そこで、高齢者世

帯のエアコンの整備や点検を促す取組みについて伺います。

４点目、電気料金が高騰する中で、エアコンの利用を控えたりする方も少なくないと思い

ます。特に熱中症弱者と呼ばれる高齢者の皆さんは、節約への意識が高い方も多いと思いま

す。熱中症特別警戒情報が発令されたときに、ためらうことなくこのエアコンのスイッチを



活用できる、そういう環境の整備も必要かと思います。電気代の高騰への対応も含めて、低

所得者に対しての適切な支援が必要と考えます。そこで、エアコンの利用控えについて伺い

ます。

○議長 質問に対する当局の答弁を求めます。

佐久間保健福祉課長。

○保健福祉課長 それでは、第１の質問にお答えいたします。

近年、地球温暖化などの環境変化により、熱中症の被害が年々深刻な状況になってきてい

ると認識しております。町では、例年、防災無線や町広報誌、公式ＬＩＮＥなどを活用し、

熱中症予防について普及啓発を行っております。

また、防災無線は多くの家庭や作業中の屋外でも聞くことができる有効な手段であります

ので、熱中症警戒アラートが発出された日のほか、気温３０度以上の真夏日と予測される日

は、随時、注意喚起をしております。

２点目の高齢者を対象とした取組みについてですが、全国で熱中症で救急搬送される人の

約半数が、また、熱中症による死亡者の８割が高齢者ということになっております。さらに、

屋内での死亡者のうちの約９割はエアコンを使用していなかったことが明らかとなってお

ります。議員ご指摘のとおり、高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくいなどの特性があり、特

に予防行動に注意する必要がございます。

町では、地区サロンなど高齢者の集まる様々な機会を捉えて、熱中症予防の周知に努めて

参ります。この６月１日から地域サロン等において参加者全員にチラシを配布し、各集会所

等へのポスターを掲示をお願いして参ります。さらに、ご家族やご近所同士で互いに声をか

け合い予防する支え合いの活動についても、ご協力を求めて進めて参りたいと考えておりま

す。

３点目のエアコン整備や点検を促す取組みについてでありますが、熱中症は室内や夜間で

も多く発生することが報告されております。エアコンの利用が有効でありますが、安全で効

果的に利用するためには、事前の整備や点検が必要でございます。今後、急な気温上昇や梅

雨入りによる多湿など、これからの季節に慌てずに対応できるよう、準備の必要性について

も併せて呼びかけて参りたいと思います。

４点目のエアコン利用控えについてでありますが、物価高騰や電気料の値上がりなどによ

り、エアコンの利用を限界まで我慢してしまうようなことも予想されます。命を守ることが

最優先でありますので、エアコンの適切な利用や節電の利用方法などについても積極的に情

報提供して参りたいと思います。

また、今後猛暑日が続くような状況には、町の公共施設や地区のサロン会場など、エアコ

ンが整備された施設を開放し、緊急避難所として利用いただくことについても、関係機関等

と協議し課題を整理して対応できるよう準備を進めて参りたいと考えております。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

松村妙子議員。

○９番（松村妙子議員） ２点目についてでありますが、このいろんなところでこの普及啓

発をしていただいているということでありますが、この高齢者の皆さんへの効果的な熱中症

予防を進めるために、ここの介護とかその地域の保健師さんとか、そういう方々との連携と

いうのはどのようになっているのか、お尋ねいたします。

○議長 当局の答弁を求めます。



佐久間保健福祉課長。

○保健福祉課長 再質問にお答えいたします。

地域のサロン事業などでの地区の保健師の連携等についてということのご質問ですが、各

地区、現在６０か所ほどあります地区サロンにつきましては、町の保健師または社会福祉協

議会、外部の講師など、連携して地区に必要な健康講座等を実施している状況でございます。

今回の熱中症の予防につきましても、町の保健師と社会福祉協議会の生活支援コーディネ

ーターとも事前に打合せ・協議をして、速やかに情報伝達ができるような体制を計画したと

ころでございます。

○議長 質問があればこれを許します。

松村妙子議員。

○９番（松村妙子議員） この４点目についてなんですけれども、この熱中症対策を強化す

るためということで改正気候変動適応法というのが、今年の４月に成立しました。高温が予

想される場合、自治体が暑さを避ける施設として冷房の効いたクーリングシェルター、避難

所を設けることが盛り込まれました。この中に何点か政策というものがあるんですけれども、

三春町でもしっかりと熱中症予防の普及啓発であるとか、防災無線、注意喚起というのをし

っかりなされていると思います。

それで、この４点目でこの答弁をいただきましたように、今後、猛暑日が続くような状況

になったときに、町の公共施設や地区サロンの会場など、エアコンが整備された施設を開放

して、緊急の避難場所にしていくと、これから進めていくということですね。準備していく

という答弁をいただいたんですけれども、これが国の政策の中で言われているクーリングシ

ェルター、避難所ということの捉え方でよろしいんでしょうか。

○議長 当局の答弁を求めます。

佐久間保健福祉課長。

○保健福祉課長 再々質問にお答えいたします。

議員ご指摘のとおり、先ほどの答弁の内容につきまして、町としてそうしたシェルターの

機能を準備していきたいということで、お見込みのとおりでございます。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

ここで休憩といたします。再開は午後１時といたします。

…………・・ 休 憩 ・・…………

（休憩 午前１１時５５分）

＜休 憩＞

（再開 午前１時００分）

…………・・ 再 開 ・・…………

○議長 ９番松村妙子議員。質問席に登壇願います。

第２の質問を許します。

○９番（松村妙子議員） ２件目の質問に入らせていただきます。

障害者手帳のアプリ、ミライロＩＤについて。



障害者が公共交通機関や公共施設などを利用する場合、障害者手帳を提示し、本人確認を

して利用料の割引を受けられるわけでありますが、この現行の障害者手帳は紙でできており、

日常的に持ち歩くことで破れたり雨に濡れたりするリスクがある上に、障害者手帳を提示す

る度に手帳を開いたり閉じたりすることから、利用者の心理的な負担となっております。そ

の負担を少しでも軽減し、障害者の外出時の利便性向上を、社会参加を促すためにも、本人

確認の簡素化が求められております。

また、三春町としても、庁舎内ではデジタル化を進めておりますが、障害者手帳において

も電子化、デジタル化を進めるべきではないかと思います。現在、実際に障害者手帳アプリ

を導入する自治体が増えています。このアプリは障害者手帳に記載されている情報を自身の

スマートフォン内に取り込んで、その情報をスマートフォンの画面に表示させる機能を持っ

ているアプリで、ミライロＩＤであります。

ミライロＩＤは株式会社ミライロが運用している無料アプリで、画面を表示することで障

害者割引を受けることができ、また、飲食店で使えるクーポンの配信や生活に役立つ情報を

定期的に得られます。令和２年に内閣官房より関係省に障害者の本人確認の簡素化を依頼し、

その中でミライロＩＤを紹介されております。

そこで、３点について質問します。

１点目、障害者手帳の所持者数について伺います。

２点目、障害者手帳を提示して、割引を受けられる公共施設について伺います。

３点目、障害者手帳に替えて、アプリの提示で利用料等の減免が受けられるミライロＩＤ

が県内で活用されておりますが、町内で活用できる体制はどうかお伺いいたします。

○議長 質問に対する当局の答弁を求めます。

佐久間保健福祉課長。

○保健福祉課長 第２の質問にお答えいたします。

１点目の障害者手帳の所有者数についてでありますが、５月３０日現在の状況では身体障

害者手帳は６１６名、精神保健福祉手帳は１６７名、療育手帳は１８０名の方が所有されて

おります。

２点目の手帳の提示により割引を受けられる町の施設についてでありますが、三春町歴史

民俗資料館、三春郷土人形館、旧吉田家住宅紫雲閣、さくら湖自然観察ステーションの５施

設であります。入館時に提示することによりまして、割引となります。施設利用のほか町営

バス事業においては、役場窓口や車内及び町立三春病院で乗車券を購入する際に手帳を提示

いただきますと、福祉回数券が購入いただけます。また滝桜の観桜料につきましても、入場

券購入の際に提示いただくと、割引に対応しております。

３点目の町内での活用体制についてでありますが、現在のところミライロＩＤの提示にも

対応する施設ということでの登録はまだ行っておりません。しかしながら、手帳を持ち歩く

手間を省き、またスマートフォンの提示により、心理的負担を軽減できる環境を整備するこ

とは合理的配慮と考えておりますので、町としても速やかに課題を整理し、導入に向けて取

組みを行いたいと考えております。

○議長 質問があればこれを許します。

松村妙子議員。

○９番（松村妙子議員） この３点目の質問についてなんですけれども、この町としても速

やかにこの課題を整理し、導入に向けて取組みを行っていくという考えであるということな

んですけれども、いつ頃実施をするかということと、また、実施する、導入を考えていくと



いうこの先で、アプリというのは本人がスマートフォンに自分自身で登録するようになるん

ですけれども、これを登録することによって、三春町で使えなくても県内で使えるところが

あるわけですから、その周知というか、先に進んでやるということであれば、それを周知し

ていくことも先に皆さんに知らせていただくことも大事かと思いますが、その点についてど

うでしょうか、お尋ねいたします。

○議長 当局の答弁を求めます。

佐久間保健福祉課長。

○保健福祉課長 再質問にお答えいたします。

導入の時期はいつ頃になるかというご質問につきましては、現在でも登録はご本人が行え

るものでありますので、課題としましては提示を受けた施設側が速やかに対応できるという

ことで、周知・対応が徹底すれば、速やかに実施できると考えておりますので、その打合せ

が終わり次第、またこちらのミライロＩＤに利用できる施設としての登録、こちらも申込み

から約１か月ほどで対応が可能というふうに聞いておりますので、そのように進めて参りた

いと思っております。

また、導入のメリットについて、障害者本人への周知はどのように行うかということにつ

きましても、このような取組みが町の施設で対応できますということも含めて、町広報誌或

いはホームページ、さらには各種手帳の関係の事務の際に含めて、周知を図っていきたいと

考えております。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

松村妙子議員。

○９番（松村妙子議員） ミライロＩＤということで紹介はさせていただいたんですけれど

も、この中で障害者の方でもこういうアプリとか、またはスマートフォンを持っていない方、

こういうのが苦手だという方もいるかと思うんですね。そういう中で、今回ちょっと紹介は

していないんですけれども、カード型というのも２０１９年４月に障害者手帳の交付という

ことで認めているんですね。これは自治体対応でやってくださいということなんですけれど

も、そういうのも含めて、利用する方が今現状である紙ベースの手帳であったりアプリであ

ったり、あとはカードとかこういう中から利用する方が選択できるようなそういう環境とか

整備というのは必要になってくるのかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか、お伺

いいたします。

○議長 当局の答弁を求めます。

佐久間保健福祉課長。

○保健福祉課長 ご質問にお答えいたします。

障害者手帳のカード型ということで選択できるような体制が望ましいのではないかとい

うご質問でございますが、障害者手帳につきましては、三春町にお住まいの方については身

体、精神、知的ともに福島県の交付するものでございますので、今後、県の手帳交付の体制

について注視して参りたいと思います。

さらに利用者の要望について伝える機会があれば、そういった要望についても上げていく

ように対応して参りたいと思います。

以上です。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）



○議長 質問なしと認めます。

以上で、９番松村妙子議員の質問を終結します。

○議長 １５番影山初吉議員、質問席に登壇願います。

第１の質問を許します。

○１５番（影山初吉議員） さきに通告しておきました２点について質問をいたします。

１点目ですが、町長選について伺います。今年３月会議で同僚議員の質問に対し、坂本町

長の再選出馬の質問に対し、「じっくりと考える時間がほしい」との答弁でした。９月５日告

示、１０日投票の町長選が近づく中、１期４年大型事業の進捗を含め、選挙公約も道半ばで

はないかと思います。選挙公約を前進、達成に向け、再出馬すべきと思いますが、お考えを

伺います。

○議長 質問に対する当局の答弁を求めます。

坂本町長。

○町長 お答えいたします。

３月会議以来、４年近くの任期中の出来事を振り返りながらじっくりと考えて参りました。

そして、今年９月に行われる三春町長選挙に当たり、２期目の町政に挑戦することを決意い

たしました。三春町長選挙に出馬いたします。

三春町は、既に少子高齢化という特徴を持った人口減少時代に入っております。地域にま

だ余力があるうちにその備えをしなければならないと考え、大きく３つの分野の基盤整備に

力を注いで参りました。

１つ目は、日常生活を住民相互で支えようとすることです。地域のたまり場サロン事業、

新たな公共交通、おでかけ応援または支援隊、今後のごみ収集方法を施行した戸別収集など、

日常生活支援事業がコロナ感染症対策の中でも厳重に行われた中でスタートできたことは、

何よりもうれしいことでありました。

２つ目は、将来の地域の担い手を大切に育てることです。子育て支援の充実や小中高校生

の地域参加を促すとともに、岩江地区において認定こども園の建設を始めました。

３つ目は、長年の懸案だった、まちなか観光、農業の６次化、地域経済活性化であります。

商工会のご協力の下、経済を地域内で循環させるデジタル地域通貨「みはるカード」をはじ

め、プレミアム商品券の発行など、コロナ感染症の影響で冷え込む地域経済を支えるととも

に、地域への誘客を大きく伸ばすことが期待されるモンベルストアを誘致いたしました。そ

の建設がまもなく始まります。これらの基盤整備をさらに強く確実なものとするために、引

き続き尽力したいと考えました。

三春町は魅力にあふれた町であるというふうに思っております。先人たちが築き上げてこ

られた三春町の資源を大切にし、既にあるものを活かしきるといった気持ちを持って、さら

に三春町を活性化させて参りたいと考えております。

以上が、町長選挙に当たっての考え、決意表明であります。

○議長 質問があれば、これを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

第２の質問を許します。

○１５番（影山初吉議員） 第２の質問に入ります。

住宅団地造成についてであります。三春の里周辺に公設、民間を含め、アウトドアモンベ



ルストアが出店しますが、そのアウトドア愛好者向けに、また、モンベル従業員向けの住宅

団地造成に取り組むべきと思いますが、町の考えを伺います。

○議長 当局の答弁を求めます。

坂本町長。

○町長 第２の質問にお答えいたします。

三春の里周辺の町有地に住宅団地を造成することについてですが、三春の里周辺の町有地

については、三春の里や「もみじ山」などによる土地利用と併せ、今回のアウトドア環境の

創出に係る土地利用を図りながら、多くの人々が訪れるための拠点として、活用していきた

いと考えているところであり、住宅団地の造成については、現時点では想定しておりません。

しかしながら、モンベルの出店に伴う従業員については、三春町に居住いただけるようお

願いをしていきたいと考えており、また、住宅団地の造成については、現在、旧中妻中学校

跡地を活用した住宅団地の造成について検討を進めておりますので、そうした状況を踏まえ

ながら、必要に応じた検討は行っていきたいと考えております。

また、民間の住宅団地造成については、西方地区で実施された例もあり、民間事業者から

相談をいただければ、適宜対応していきたいというふうに考えておりますので、ご理解をお

願い申し上げます。

○議長 質問があればこれを許します。

影山初吉議員。

○１５番（影山初吉議員） 私の質問が適正ではなかったかと思いますが、それは住宅団地

造成、ちょっと大げさに取り上げました。ましてや、今回の補正で５,４００万の旧中妻中学

校跡地の宅地造成、これが補正で上がってくるとは、この質問を出すときまでは分からなか

った。

ただ、旧中妻中学校の跡地とモンベルストアはちょっと離れているような気がするんです。

私が考えるのは、三春の里から下っていって、ダム資料館の手前の左側に元の仮設住宅の跡

地があると思うんです。２か所ほどあると思うんですね。今日の朝も見てきましたが、まだ

更地になっておりますし、１か所にはどこかに貸しとくのかな、ちょっとした倉庫みたいな

のはありますが、そういうところに３戸か５戸ぐらいの、本当にカヤックを背負って湖面に

行けるようなあの辺の場所に、６０坪ぐらいに区切って土地を販売するとか、あとは地元の

業者にお願いして、四合田団地みたいにモデル住宅を造って、カヤックを収納できるまたは

自転車を収納できるようなアウトドア向けの住宅を造ったらどうだろうというのが、私の考

えの趣旨なんです。

団地造成と大げさにしましたので、ちょっと問題あったんですが、そういう中で仮設住宅

を、まず１点お伺いしたいのは、仮設住宅跡地はそういう一般向けの住宅はあの地域には造

れないとかそういう制約があんだかなんだか、まずお聞きします。

制約がないとすれば、あそこを区切って平場でもありますし、６０坪ぐらいに区切って販

売する。または町の業者さんに頼んで四合田みたいにそういうアウトドア関係の住宅団地を、

住宅を造るとか、そういう取組みをしてもらいたいというのが、私の考えの趣旨であります。

○議長 当局の答弁を求めます。

坂本町長。

○町長 お答えいたします。

今、ご指摘のあった土地でありますが、基本的には制限がないというふうに今のところ認

識しております。ただあそこの場所なんですが、モンベルストアがオープンしたばかりに、



相当のお客さんがおいでになったときの臨時駐車場というふうな考えもしておりまして、ま

ずその点が１点。

あと当然アウトドアを目指す方が住んでみたいという需要は将来的には十分予想されま

すので、そういった場合にもそういった適地になる可能性は十分あるんですが、ただこれは

いわゆる意匠、どういうものをつくってどういう生活を提案をしていくかということについ

ては、やはりモンベルさんと十分話をした上でやるべきだというふうに思っておりますので、

そういった時間はいただきたいなというふうに思っております。

また、従業員の方が住むということも可能性としてあるだろうとは思うんですが、今のこ

とを踏まえますと土地的には対応可能であるけども、その進め方、その内容については、モ

ンベル側と十分な協議をした上で、平たく言うと消費者の方に受け入れていただけるような、

そういったものを提供しないと成功しないのかなというふうに考えております。

以上であります。

○議長 質問があればこれを許します。

影山初吉議員。

○１５番（影山初吉議員） 再質問に答弁いただきました。

町長は常々納税者を増やしたいとこう言っています。それは新しい町民を呼び込むんだと

いうことですので、どうも住宅政策が甘いのではないかと、ちょっと指摘して申し訳ないん

ですが、当然あそこに３戸、５戸造ればすぐ売れますよ。やっぱりそういう取組みを前進さ

せないと、モンベルで１５億使っているんです。ぜひとも少しでもやっぱり町民を増やして、

にぎわい創出をというのであれば、カヤックを背負って湖面に行けると、あの辺が一番いい

ところなんです。とにかくそういう取組みを期待しています。どうですか。

○議長 当局の答弁を求めます。

坂本町長。

○町長 ただいまのカヤック型の住宅、あるいは旧町内にも目を向ければ、空き家対策いろ

いろな住宅政策をする必要がございます。ご指摘のとおり、その進捗状況が遅いのではない

かというご指摘については、甘んじてお受けいたします。今後もそういったことを心に留め

ながら、決して消極的にやっているわけではなくて、一つ一つ丁寧に対応しているというこ

とをご理解いただければ、前向きには進んでおりますので、そういったことで理解を得られ

るような行政を遂行していきたいというふうに思っております。

以上であります。

○議長 質問があればこれを許します。

（ありませんの声あり）

○議長 質問なしと認めます。

以上で、１５番影山初吉議員の質問を終結します。

…………・・ 散 会 宣 言 ・・…………

○議長 これにて、一般質問を終結します。

以上で、本日の日程は全て終了しましたので、散会します。ご苦労さまでした。

（散会 午後１時２９分）



令和５年６月７日（水曜日）

１ 出席議員は次のとおりである。

２ 欠席議員は次のとおりである。

３ 職務のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。

４ 地方自治法第 121条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。

５ 議事日程は次のとおりである。

議事日程 令和５年６月７日（水曜日） 午後２時００分開議

第１ 諸般の報告

第２ 付託陳情事件の委員長報告並びに審議

第３ 付託議案の委員長報告並びに質疑

第４ 議案の審議

議案第４６号 三春中学校校舎及び体育館ＬＥＤ改修工事請負契約について
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12番 橋 本 善一郎 13番 影 山 常 光 15番 影 山 初 吉

16番 佐 藤 弘

11番 佐久間 正 俊

事 務 局 長 永山 晋 書記 橋本 和宜

書記 佐藤 祐梨子

町 長 坂 本 浩 之

副 町 長 伊 藤 朗

総 務 課 長 宮 本 久 功 財 務 課 長 菊 田 誠 子

企 画 政 策 課 長 渡 辺 淳 住 民 課 長 佐久間 島 宏

税 務 会 計 課

課税グループ長
根 本 義 己 保 健 福 祉 課 長 佐久間 美代子

子育て支援課長 影 山 清 夫 産 業 課 長 遠 藤 晃

建 設 課 長 新 野 恭 朗 企 業 局 長 大 内 広 三

教 育 長 添 田 直 彦
教 育 次 長 兼

教 育 課 長
藤 井 康

生 涯 学 習 課 長 鴫 原 健 二

農業委員会会長 橋 本 正 亀

代 表 監 査 委 員 鈴 木 輝 夫



議案第４８号 町道路線の認定について

議案第４９号 三春町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５０号 三春町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５１号 令和５年度三春町一般会計補正予算（第２号）について

議案第５２号 令和５年度三春町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

議案第５３号 令和５年度三春町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

《議員提出議案》

発議第 ５号 三春町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

発議第 ６号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について

発議第 ７号 森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書の提出について

６ 会議次第は次のとおりである。

（開議 午後２時００分）

…………・・ 開議宣言 ・・…………

○議長 ご苦労様です。

傍聴者の皆様に申し上げます。携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りになるか、マナーモード

にしていただきますよう、お願いをいたします。

ただ今出席している議員は１３名です。したがって、地方自治法第１１３条に規定する定足数に

達しており、会議は成立しました。

ただ今から本日の会議を開きます。それでは、脱衣を許します。

…………・・ 諸般の報告 ・・………

○議長 日程第１、諸般の報告をします。地方自治法第１２１条第１項の規定に基づき、本日の執

行側からの出席者は、掲載の届出の写しのとおりであり、議場の席次については、掲載の議場席次

図のとおりであります。

…………・・ 付託陳情事件の委員長報告並びに審議 ・・………

○議長 日程第２により、付託陳情事件の委員長報告並びに審議を行います。

付託陳情事件の委員長報告を求めます。なお、付託された陳情事件が複数である場合は、一括し

て報告願います。

陳情第３号「ＧＸ推進法案に関する陳情書」並びに陳情第６号「森林環境譲与税の譲与基準の見

直しを求める陳情書」について。

経済建設常任委員会委員長。

○経済建設常任副委員長 経済建設常任委員会が本会議において、付託を受けた陳情事件につい

て、その審査の経過と結果について報告いたします。

なお、審査については、６月５日、３－１、３－２会議室において開会いたしました。

陳情第３号 ＧＸ推進法案に関する陳情書

陳 情 者 三春町桜ヶ丘４－２－１５

モニタリングポストの継続配置を求める市民の会・三春

共同代表 大河原さき、二瓶朝夫

本陳情は、次の事項を内容とする意見書の提出を求めるものであります。

陳情事項

１．高経年化した原子炉の使用の撤回



２．原発の運転期間の実質延長の撤回

３．エネルギー安定確保、脱炭素のための原子力の使用の撤回

４．次世代革新炉の開発、建設の撤回

本陳情については、３月会議において継続審査としましたが、法案は国会において慎重に審査が

なされ、５月３１日に修正案が参議院で可決されている状況にあります。慎重に審査いたしました

結果、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出することについては、採択すべきではないと

判断したことから、当委員会は、全員一致で不採択にすべきものと決しました。

陳情第６号 森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める陳情書

陳 情 者 田村市常葉町西向字堂ヶ入６２－７

田村森林組合

代表理事組合長 矢吹盛一

本陳情は、次の事項を内容とする意見書の提出を求めるものであります。

本陳情は、森林環境譲与税の譲与基準が森林整備を必要とする地方自治体へ適正に配分が行わ

れない基準であり、早急な整備を必要とする中山間地域の地方自治体や森林・林業に係る財政需要

の大きな地方自治体に対し、手厚い配分がなされるよう譲与基準の見直しを求めるため、要望する

ものであります。

以上について、産業課長の出席を求め、慎重に審査いたしました結果、地方自治法第９９条の規

定により意見書を提出することについては、妥当であると判断できることから、当委員会は、全員

一致で採択すべきものと決しました。

以上、経済建設常任委員会の報告といたします。

○議長 ただ今の委員長報告に質疑があれば、これを許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

以上で質疑を終結します。

○議長 これより、討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

○議長 討論なしと認めます。

以上で討論を終結します。

これより、陳情第３号並びに陳情第６号について採決します。

○議長 本２陳情については、ただ今の委員長報告のとおり、陳情第３号については不採択

とし、陳情第６号については採択とすることに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、陳情第３号は不採択とし、陳情第６号は採択とすることに決定しました。

○議長 陳情第５号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出陳情書」について。

総務常任委員会委員長。

○総務常任委員長 総務常任委員会が定例会６月会議において付託を受けた陳情事件につ

いて、その審査の経過と結果について報告いたします。

なお、審査については、６月５日、第１委員会室にて開会いたしました。

陳情第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出陳情書

陳 情 者 田村市船引町船引字南町通５２



日本労働組合総連合会福島県連合会

田村地区連合会

議長 美輪 佑樹

本陳情は、次の事項を内容とする意見書の提出を求めるものであります。

陳情事項

地方公共団体が様々な課題に対応するには、地方財政の充実、強化が必要不可欠であるた

め、２０２４年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、物価高騰等も勘案しながら、

歳入・歳出を的確に見積り、地方財政の確立をめざす必要がある。

このため、社会保障の維持・確保、地域活性化、デジタル化、脱炭素、物価高騰対策、地

方公共交通の再構築など、増大する地方公共団体の財源需要を的確に把握した十分な地方一

般財源総額の確保、子育て対策や地域医療の確保、介護や生活困窮者の自立支援などの社会

保障経費の拡充、自律的な地方財政の確立及び国税から地方税への税源移譲の抜本的な改善、

新型コロナウイルス感染症対策の財源措置や情報提供、持続可能な地域社会の維持・発展に

向けた恒久的な財源の確保、会計年度任用職員の処遇改善のための財源確保、自治体業務シ

ステムの標準化に向けた地域デジタル社会推進費の財源確保、地方交付税の財源保障機能・

財政調整機能を強化し、小規模自治体に配慮した段階補正の強化対策等を講じること。

以上について、財務課長の出席を求め、慎重に審査いたしました結果、本陳情については、

全員一致、採択すべきものと決しました。

以上、総務常任委員会の報告といたします。

○議長 ただ今の委員長報告に質疑があれば、これを許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

以上で質疑を終結します。

○議長 これより、討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

○議長 討論なしと認めます。

以上で、討論を終結します。

これより、陳情第５号を採決します。

○議長 本陳情はただ今の委員長報告のとおり、採択とすることに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、陳情第５号は採択とすることに決定しました。

…………・・ 付託議案の委員長報告並びに質疑 ・・…………

○議長 日程第３により、付託議案の委員長報告並びに質疑を行います。

付託議案の委員長報告を求めます。

総務常任委員会委員長。

○総務常任委員長 総務常任委員会が定例会６月会議において付託を受けた議案について、その

審査の経過と結果について報告いたします。

なお、本委員会は６月２日に日程設定を行い、６月５日、６日及び７日の４日間、第１委員会室

において開会いたしました。

議案第５１号 令和５年度三春町一般会計補正予算（第２号）について

本案について、財務課長及び企画政策課長の出席を求め、本案に関する詳細な説明を受けまし



た。慎重に審査いたしました結果、所管に係る事項について、全員一致、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。

以上、総務常任委員会の報告といたします。

○議長 ただ今の委員長報告に質疑があれば、これを許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

以上で総務常任委員会委員長報告に対する質疑を終結します。

○議長 経済建設常任委員会委員長。

○経済建設常任副委員長 経済建設常任委員会が定例会６月会議において、付託を受けた議案に

ついて、その審査の経過と結果について報告いたします。

なお、本委員会は６月２日に日程設定を行い、６月５日に３－１、３－２会議室、６日及び７日

は第４委員会室において４日間開会し、審査を行いました。

議案第４７号 三春町第三セクターへの公的支援について

産業課長の出席を求め、本案に関する詳細な説明を受けました。慎重に審査いたしました結果、

全員一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。

議案第４８号 町道路線の認定について

建設課長の出席を求め、本案に関する詳細な説明を受けました。慎重に審査いたしました結果、

所管に係る事項について、全員一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。

議案第５１号 令和５年度三春町一般会計補正予算（第２号）について

産業課長及び建設課長の出席を求め、本案に関する詳細な説明を受けました。慎重に審査いたし

ました結果、所管に係る事項について、全員一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、経済建設常任委員会の報告といたします。

○議長 ただ今の委員長報告に質疑があれば、これを許します。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

以上で経済建設常任委員会委員長報告に対する質疑を終結します。

○議長 文教厚生常任委員会委員長。

○文教厚生常任委員長 文教厚生常任委員会が定例会６月会議において、付託を受けた議案につ

いて、その審査の経過と結果について報告いたします。

なお、本委員会は、６月２日に日程設定を行い、６月５日、６日及び７日の４日間、第３委員会

室において開会し、６月６日には現地調査も行いました。

議案第４６号 三春中学校校舎及び体育館ＬＥＤ改修工事請負契約について

教育課長の出席を求め、本案に関する詳細な説明を受けました。慎重に審査いたしました結果、

全員一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。

議案第４９号 三春町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５０号 三春町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５２号 令和５年度三春町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

以上３案について住民課長の出席を求め、本案に関する詳細な説明を受けました。慎重に審査い

たしました結果、全員一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。

議案第５１号 令和５年度三春町一般会計補正予算（第２号）について

生涯学習課長、教育課長、住民課長、保健福祉課長及び子育て支援課長の出席を求め、本案に関

する詳細な説明を受けました。慎重に審査いたしました結果、所管に係る事項について、賛成多数、



原案のとおり可決すべきものと決しました。

議案第５３号 令和５年度三春町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

保健福祉課長の出席を求め、本案に関する詳細な説明を受けました。慎重に審査いたしました結

果、全員一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、文教厚生常任委員会の報告といたします。

○議長 ただ今の委員長報告に質疑があれば、これを許します。

１５番影山初吉議員。

○１５番（影山初吉議員） 議案第５１号、補正予算（第２号）で、今報告の中で「賛成多数」と

報告がありました。この補正予算のどの項目に反対があったのかお聞かせください。

○議長 答弁願います。

○文教厚生常任委員長 住民課所管に係るところで、賛成多数の意見になりました。

○議長 他に質問はありませんか。

○１５番（影山初吉議員） いや、それだけではちょっと、内容についても。

○議長 内容について、答弁願います。

○文教厚生常任委員長 補正予算書のタブレットの１７ページ。よろしいでしょうか。

一番上になります。戸籍住民基本台帳費ということでマルチコピー機械購入費というところで、

この８４８万２，０００円ということになりますが、その前のページにもなりますが、使用料及び

賃借料、また、１４の工事請負費から、この１７ページの備品購入費。これについて、国から２分

の１の予算が出るということで、コンビニにあるこのマルチコピーというか、それ同様のを、この

庁舎の多目的ホール、ロビーですか、そこに設置するという予算であります。

このことについて、賛成多数というか、この費用をかけるに値するのかということと、これから

このデジタル化推進ということで、この書かない窓口ということで、住民課の何て言うんですか

ね、仕事が削減というか、人件費削減というか、そういう形から、この令和４年の補正で、町の方

では単年度のこの事業交付ということで決定したということで、全員一致ということではなかっ

たんですが、これから、町としては必要なんじゃないかということで、賛成多数ということになり

ました。

これは令和５年度以降には、この国からの具体的な指示が示されていないというか、補助金が

今度出ない可能性もあるんですね。今回はこの９００万近いようになってしまうのですが、国の補

助もあり、国２分の１、町２分の１という形での予算となります。

以上です。

○議長 他にありませんか。

（なしの声あり）

○議長 質疑なしと認めます。

以上で文教厚生常任委員会委員長報告に対する質疑を終結します。

…………・・ 議案の審議 ・・…………

○議長 日程第４により、議案の審議を行います。

議案第４６号「三春中学校校舎及び体育館ＬＥＤ改修工事請負契約について」を議題とします。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

○議長 討論なしと認めます。

これより、議案第４６号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。



（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

議案第４７号「三春町第三セクターへの公的支援について」を議題とします。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

○議長 討論なしと認めます。

これより、議案第４７号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

議案第４８号「町道路線の認定について」を議題とします。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

○議長 討論なしと認めます。

これより、議案第４８号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

議案第４９号「三春町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題としま

す。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

○議長 討論なしと認めます。

これより、議案第４９号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

議案第５０号「三春町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

○議長 討論なしと認めます。

これより、議案第５０号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

議案第５１号「令和５年度三春町一般会計補正予算（第２号）について」を議題とします。

これより討論を行います。討論はありませんか。



（なしの声あり）

○議長 討論なしと認めます。

これより、議案第５１号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

議案第５２号「令和５年度三春町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について」を議題と

します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

○議長 討論なしと認めます。

これより、議案第５２号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

議案第５３号「令和５年度三春町介護保険特別会計補正予算（第１号）について」を議題としま

す。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

○議長 討論なしと認めます。

これより、議案第５３号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

発委第５号「三春町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題とします。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

○議長 討論なしと認めます。

これより、発委第５号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

○議長 ただいま、総務常任委員会委員長より、発委第６号「地方財政の充実・強化を求める

意見書の提出について」、経済建設常任委員会副委員長より、発委第７号「森林環境譲与税の

譲与基準の見直しを求める意見書の提出について」が提出されました。

この際、日程に追加して議題としたいと思いますが、異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長 異議なしと認めます。



よって、発委第６号及び発委第７号を日程に追加し、議題とすることに決定しました。

議案書を掲載をしますので、少々お待ち願います。

議案書の掲載は確認できましたか。

発委第６号「地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について」を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

総務常任委員会委員長。

○総務常任委員長 発委第６号「地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について」

地方自治法第９９条の規定により、地方財政の充実・強化を求める意見書を、別紙のとお

り関係機関に提出するものとする。

令和５年６月７日提出

提出者 三春町議会総務常任委員会委員長 鈴木利一

〇議長 ただいまの説明に対する質疑を許します。

（なしの声あり）

〇議長 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

〇議長 討論なしと認めます。これより、発委第６号を採決します。

本案は原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

〇議長 異議なしと認めます。

よって本案は原案のとおり可決されました。

発委第７号「森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書の提出について」を議題

とします。

提案理由の説明を求めます。

経済建設常任委員会委員長。

〇経済建設常任副委員長 発委第７号「森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書

の提出について」

地方自治法第９９条の規定により、森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書を、

別紙のとおり関係機関に提出するものとする。

令和５年６月７日提出

提出者 三春町議会経済建設常任委員会副委員長 佐藤一八

〇議長 ただいまの説明に対する質疑を許します。

（なしの声あり）

〇議長 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

〇議長 討論なしと認めます。これより、発委第７号を採決します。

本案は原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

〇議長 異議なしと認めます。

よって本案は原案のとおり可決されました。



…………・・ 町長挨拶 ・・…………

○議長 本定例会６月会議に付された事件は、すべて終了しました。

ここで町長より発言があれば、これを許します。

坂本町長。

○町長 ただいまは全議案可決いただき、本当にありがとうございます。今回コロナ或いは物価高

騰による経済的な打撃に対する支援、或いはデジタル時代、或いは観光振興に対する予算を計上さ

せていただきました。速やかに実施することで着実に体制の強化、或いは進み方を力強く進めてい

きたいというふうに考えております。

昨日は、二十四節気の芒種でありました。これから雨空が続きます。そのあとには猛暑とも言

われる夏が控えております。どうぞ皆様お体に気をつけていただきまして、ますますご活躍いた

だくことをお願い申し上げまして、簡単ではありますが、閉会にあたっての挨拶とさせていただ

きます。お世話になりました。

…………・・ 散会宣言 ・・…………

○議長 以上で、令和５年三春町議会定例会６月会議を散会します。ご苦労様でした。

（閉会 午後 ２時３６分）

上記、会議の経過を記載して相違ないことを証するためここに署名する。

令和５年６月７日

福島県田村郡三春町議会

議 長 佐 藤 弘

署 名 議 員 本 田 忠 良

署 名 議 員 橋 本 善 次



議 案 審 議 結 果 一 覧 表

議案番号 件 名 採決 議決の状況

議案第４６号
三春中学校校舎及び体育館ＬＥＤ改修工事請負契約

について
全 員 原案可決

議案第４７号 三春町第三セクターへの公的支援について 全 員 原案可決

議案第４８号 町道路線の認定について 全 員 原案可決

議案第４９号
三春町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について
全 員 原案可決

議案第５０号
三春町印鑑条例の一部を改正する条例の制定につい

て
全 員 原案可決

議案第５１号
令和５年度三春町一般会計補正予算（第２号）につい

て
全 員 原案可決

議案第５２号
令和５年度三春町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）について
全 員 原案可決

議案第５３号
令和５年度三春町介護保険特別会計補正予算（第１

号）について
全 員 原案可決

発委第 ５号
三春町議会会議規則の一部を改正する規則の制定につ

いて
全 員 原案可決

発委第 ６号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について 全 員 原案可決

発委第 ７号
森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書

の提出について
全 員 原案可決


